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昭和２４年２月２１日設置認可 

昭和２４年３月２５日二部設置認可 

昭 和 ２ ４ 年 規 則 第 ６ 号 

 

第１章 目的 

第１条 本大学は、教育基本法及び学校教育法に基づき、学術の理論と応用

とを教授研究して、有為な人材を育成し、文化の発展と人類の福祉に貢献

することを目的とする。 

２ 本大学は、前項の目的を達成するため、教育研究活動等の状況について

自ら点検し、評価する。 

第２章 大学の組織 

第２条 本大学には、学部と大学院を置く。 

２ 本大学に、次の学部、学科を置く。 

法 学 部 法律学科 

商 学 部 商学科 

政 治 経 済 学 部 政治学科、経済学科、地域行政学科 

文 学 部 文学科、史学地理学科、心理社会学科 

理 工 学 部 電気電子生命学科、機械工学科、機械情報工学科、建築

学科、応用化学科、情報科学科、数学科、物理学科 

農 学 部 農学科、食料環境政策学科、農芸化学科、生命科学科 

経 営 学 部 経営学科、会計学科、公共経営学科 

情報コミュニケ 情報コミュニケーション学科 

ー シ ョ ン 学 部 

国 際 日 本 学 部 国際日本学科 

総 合 数 理 学 部 現象数理学科、先端メディアサイエンス学科、ネットワ

ークデザイン学科 

３ 各学部における学科ごとの人材養成その他の教育研究上の目的について

は、別表９のとおりとする。 

４ 各学部は、前項に規定する目的を踏まえて、次の方針を定める。 

 (1) 卒業の認定に関する方針 

 (2) 教育課程の編成及び実施に関する方針 

 (3) 入学者の受入れに関する方針 

５ 前項各号の方針については、別に定める。 



第２章の２ 修業年限及び在学年限 

第２条の２ 学部の修業年限は４年とし、同一学部には、８年を超えて在学

することができない。 

２ 前項の規定にかかわらず、本大学に３年以上在学し、各学部の定める卒

業に必要な単位を優れた成績で修得した者で、当該学部教授会が適切と認

めた場合には、卒業することができる。 

３ ２年次に編入学した者の当該学部の修業年限は３年とし、７年を超えて

在学することができない。 

４ ３年次に編入学した者の当該学部の修業年限は２年とし、６年を超えて

在学することができない。 

第２条の３ 削除 

第３章 教職員組織 

第３条 本大学に学長を置く。 

２ 学長は、本大学を代表し、本大学の教育理念に基づき、校務をつかさど

り、所属教職員を統督する。 

３ 学長の任期及び選任については、別に定める。 

第３条の２ 本大学に副学長を置くことができる。 

２ 副学長は、学長の職務を補佐する。 

３ 副学長に関し必要な事項は、別に定める。 

第３条の３ 本大学の各学部に学部長を置く。 

２ 学部長は、学部に関する校務をつかさどる。 

第３条の４ 本大学の教員の種類は、別に定める。 

２ 本大学に事務職員を置く。 

第４章 学部教授会、連合教授会 

第４条 本大学の各学部に学部教授会（以下「教授会」という。）を置く。 

第５条 教授会は、教授会員をもって組織する。 

２ 専任教授は、本務として所属する１学部の教授会員となる。 

３ 専任准教授及び専任講師は、教授会の決議に基づき、大学がこれを委嘱

した場合に教授会員となる。 

４ 教授会員が、法人の理事となったときは、その在任中、教授会の決議に

加わることができない。 

第６条 教授会は、必要に応じて学部長がこれを招集し議長となる。 

第７条 教授会は、次の事項を議決する。 

(1) 学生の入学及び卒業に関する事項 

(2) 学位の授与に関する事項 



(3) 前２号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会

の議決が必要なものとして学長が定めるもの 

２ 前項第３号に基づく事項は、次のとおりとする。 

(1) 教育及び研究に関する事項 

(2) 教育課程の編成、変更及び実施に関する事項 

(3) 学生の編入学、留学、休学、復学、退学、再入学及び試験に関する事

項 

(4) 学生の厚生、補導及び賞罰に関する事項 

(5) 教員の推薦、進退及び兼職に関する事項 

(6) 学部長候補者の推薦に関する事項 

(7) 特別研究者及び在外研究員の推薦に関する事項 

(8) 理事長から校規に基づいて諮問された事項 

(9) 教授会の運営に関する事項 

３ 教授会は、前２項に規定するもののほか、学長及び学部長がつかさどる

教育研究に関する事項並びに学長から諮問された事項について、議決する

ことができる。 

第８条 教授会に関する事項は、本章によるほか、明治大学学部教授会規程

の定めるところによる。 

第９条 本大学に連合教授会を置く。 

第１０条 連合教授会に関する事項は、明治大学連合教授会規則の定めると

ころによる。 

第１１条 削除 

第１２条 削除 

第１３条 削除 

第５章 学年、学期、休日及び休業日 

第１４条 学年は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

第１５条 学年は、春学期と秋学期の２学期に分け、期間については、当該

年度の学年暦において定める。 

第１６条 次に掲げる日を、休日及び休業日とする。 

(1) 日曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日 

(3) 本大学創立記念日（１月１７日） 

(4) 本大学創立記念祝日（１１月１日） 

(5) 春季休業、夏季休業及び冬季休業（当該年度の学年暦において定める。） 

２ 前項の規定にかかわらず、教育上必要があるときは、休日又は休業日に



授業を行うことがある。 

３ 必要がある場合は、第１項に定めた休業日のほか、臨時に休業日を定め

ることができる。 

第６章 教育課程及び単位数 

第１７条 各学部は、教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設

し、体系的に教育課程を編成する。 

第１８条 教育課程は、各授業科目を必修科目、選択科目及び自由科目に分

け、これを各年次に配当して編成する。 

第１９条 各授業科目の単位数は、１単位の授業科目を４５時間の学修を必

要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該

授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準に

より単位数を計算する。 

(1) 講義及び演習については、１５時間から３０時間までの範囲で別に定

める時間の授業をもって１単位とする。 

(2) 実験、実習及び実技については、３０時間から４５時間までの範囲で

別に定める時間の授業をもって１単位とする。 

(3) 授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち２以上の

方法の併用により行う場合の単位数を計算するに当たっては、その組み

合わせに応じ、前２号に規定する基準を考慮して本大学が定める時間の

授業をもって１単位とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究及び卒業制作等の授業科

目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切

と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定め

ることができる。 

第１９条の２ 削除 

第１９条の３ 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかに

より又はこれらの併用により行うものとする。 

２ 本大学は、教育上有益と認めるときは、当該学部教授会の議を経て、文

部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業を多様なメディアを高

度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができ

る。 

３ 前項の授業の方法により修得する単位数は、卒業の要件として修得すべ

き単位数のうち、６０単位を超えないものとする。 

４ 第２項に関し必要な事項は、別に定める。 

第２０条 他の学部に属する授業科目を選択履修しようとする者は、６０単



位以内に限り、修得することができる。 

２ 前項の場合において、履修できる授業科目等については、学部ごとに定

める。 

第２０条の２ 本大学は、教育上有益と認めるときは、当該学部教授会の議

を経て、学生が他の大学又は短期大学において履修した授業科目について

修得した単位を、６０単位を超えない範囲で本大学における授業科目の履

修により修得したものとみなすことができる。 

２ 本大学は、教育上有益と認めるときは、当該学部教授会の議を経て、学

生が外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を日本国内

において履修し、修得した単位を、３０単位を超えない範囲で本大学にお

ける授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

第２０条の３ 本大学は、教育上有益と認めるときは、当該学部教授会の議

を経て、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その

他文部科学大臣が別に定める学修を、本大学における授業科目の履修とみ

なし、単位を与えることができる。 

２ 前項により与えることのできる単位数は、前条及び第２８条の２第５項

により本大学において修得したものとみなす単位数と合わせて６０単位を

超えないものとする。 

第２０条の４ 本大学は、教育上有益と認めるときは、当該学部教授会の議

を経て、学生が本大学に入学する前に、大学又は短期大学において履修し

た授業科目について修得した単位（科目等履修生として修得した単位を含

む。）を、本大学に入学した後の本大学における授業科目の履修により修得

したものとみなすことができる。 

２ 本大学は、教育上有益と認めるときは、当該学部教授会の議を経て、学

生が本大学に入学する前に行った前条第１項に規定する学修を、本大学に

おける授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。 

３ 前２項により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、

編入学の場合を除き、本大学において修得した単位以外のものについては、

第２０条の２第１項及び第２項、前条第１項並びに第２８条の２第５項に

より本大学において修得したものとみなす単位数と第２０条第１項により

修得した単位数とを合わせて６０単位を超えないものとする。 

第２１条 学生は、履修しようとする授業科目を毎年所定の期間内に届け出

なければならない。 

第２２条 各学部における授業科目の種類及びその単位数は、別表１及び別

表１の２のとおりとする。 



第７章 入学、編入学、留学、休学、復学、退学及び再入学 

第２３条 入学の時期は、学期の始めとする。 

第２４条 本大学の学部に入学することのできる者は、次の各号のいずれか

に該当する資格を持ち、本大学の選抜試験に合格した者とする。 

(1) 高等学校を卒業した者 

(2) 中等教育学校を卒業した者 

(3) 通常の課程による１２年の学校教育を修了した者 

(4) 通常の課程以外の課程によって前号に相当する学校教育を修了した

者 

(5) 外国において学校教育における１２年の課程を修了した者又はこれ

に準ずる者で文部科学大臣の指定したもの 

(6) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認

定した在外教育施設の当該課程を修了した者 

(7) 専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科

学大臣が定める基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定

するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者 

(8) 文部科学大臣の指定した者  

(9) 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に

合格した者（旧規程による大学入学資格検定に合格した者を含む。）  

(10) 高等学校に２年以上在学した者（これに準ずる者として文部科学大

臣が定める者を含む。）であって、各学部の定める分野において特に優

れた資質を有すると認めたもの 

(11) その他本大学において相当の年齢に達し高等学校卒業者と同等以上

の学力があると認めた者 

第２５条 入学を志願する者は、本大学所定の手続によって、願い出るもの

とする。 

第２６条 入学を許可された者は、本大学所定の入学手続書類をもって指定

の手続期間内に入学手続を完了しなければならない。 

第２７条 本大学の学生で、他の学部へ移ろうとする者又は同一学部で所属

の部、科あるいは専攻を変更しようとする者については、欠員のある場合

に選考の上、これを許可することがある。 

２ 本大学を卒業した者が編入学を願い出た場合、前項の規定を準用する。

ただし、卒業した学科又は専攻への編入学は認めない。 

第２８条 他の大学等に在学した者で、次の各号のいずれかに該当する資格

を有する者が本大学に編入学を願い出た場合は、欠員のある場合に限り、



選考の上、入学を許可することがある。 

(1) 大学を卒業又は１年以上在学した者 

(2) 短期大学を卒業した者 

(3) 高等専門学校を卒業した者 

 (4) 高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部の専攻

科のうち、文部科学大臣が定める基準を満たす課程を修了した者 

(5) その他前各号と同等以上の学力があると認めた者 

第２８条の２ 外国の大学において授業科目を履修しようとする者は、所定

の留学願を提出し、許可を得て留学することができる。 

２ 前項による留学期間は、１年以内とする。ただし、特に必要と認める場

合は、引き続き１年に限り、留学期間の延長を許可することができる。 

３ 前項の規定にかかわらず、外国の大学との複数学位協定による留学期間

については、当該協定の定めによるものとする。 

４ 留学期間は、在学年数に算入する。 

５ 留学によって修得した単位は、当該学部教授会の議を経て、６０単位を

超えない範囲で本大学において修得した単位として認定することができる。 

６ その他留学に関する事項は、別に定める。 

第２９条 病気その他やむを得ない事由により休学しようとする者は、その

事由を明記し、保証人連署の上願い出て許可を得なければならない。 

２ 病気を事由とする休学願には、医師の診断書を添えなければならない。 

３ 休学は、当該学期の期間とする。ただし、当該休学期間が満了してもな

お休学を要する場合には、所定の手続を経て許可を得た上、引き続き次の

学期について休学することができる。 

４ 前項の規定により休学期間を延長するときは、当初の休学期間を含めて

２年を限度とする。ただし、特別の事情がある場合には、所定の手続を経

て、更に２年を上限として休学を許可することがある。 

５ 在学中に休学することができる期間は、通算して４年を超えることがで

きない。ただし、２年次に編入学した者については通算して３年、３年次

に編入学した者については通算して２年を限度とする。 

６ 休学者は、学期の始めでなければ、復学することができない。 

７ 休学期間は、第２条の２に定める在学年数に算入しない。 

第３０条 病気その他の事由によって、退学しようとする者は、その事由を

明記し、保証人連署で願い出なければならない。 

第３１条 削除 

第３２条 退学者が再入学を願い出たときは、当該学部の教授会の議を経て、



選考試験の上、学期の始めに限り、許可することがある。 

第３３条 入学、編入学、留学、休学、復学、退学及び再入学の許可は、当

該学部の教授会の議を経て、学長がこれを行う。 

第８章 収容定員 

第３４条 本大学各学部の収容定員は、次のとおりとする。 

学部学科名 入学定員 収容定員 

法 学 部 

法 律 学 科 

920 

920 

3,680 

3,680 

商 学 部 

商 学 科 

1,150 

1,150 

4,600 

4,600 

政 治 経 済 学 部 

政 治 学 科 

経 済 学 科 

地 域 行 政 学 科 

1,150 

290 

695 

165 

4,600 

1,160 

2,780 

660 

文 学 部 

文 学 科 

史 学 地 理 学 科 

心 理 社 会 学 科 

910 

465 

290 

155 

3,640 

1,860 

1,160 

620 

理 工 学 部 

電 気 電 子 生 命 学 科 

機 械 工 学 科 

機 械 情 報 工 学 科 

建 築 学 科 

応 用 化 学 科 

情 報 科 学 科 

数 学 科 

物 理 学 科 

1,065 

236 

138 

138 

173 

127 

127 

63 

63 

4,260 

944 

552 

552 

692 

508 

508 

252 

252 

農 学 部 

農 学 科 

食 料 環 境 政 策 学 科 

農 芸 化 学 科 

生 命 科 学 科 

600 

150 

150 

150 

150 

2,400 

600 

600 

600 

600 

経 営 学 部 

経 営 学 科 

会 計 学 科 

公 共 経 営 学 科 

745 

485 

160 

100 

2,980 

1,940 

640 

400 

情 報 ｺ ﾐ ｭ ﾆ ｹ ｰ ｼ ｮ ﾝ 学 部 

情 報 ｺ ﾐ ｭ ﾆ ｹ ｰ ｼ ｮ ﾝ 学 科 

520 

520 

2,080 

2,080 

国 際 日 本 学 部 400 1,600 



国 際 日 本 学 科 400 1,600 

総 合 数 理 学 部 

現 象 数 理 学 科 

先 端 ﾒ ﾃ ﾞ ｨ ｱ ｻ ｲ ｴ ﾝ ｽ 学 科 

ﾈ ｯ ﾄ ﾜ ｰ ｸ ﾃ ﾞ ｻ ﾞ ｲ ﾝ 学 科 

300 

90 

120 

90 

1,200 

360 

480 

360 

計 7,760 31,040 

第９章 委託学生、科目等履修生、聴講生、特別聴講学生、外国人留

学生及び交換留学生 

第３５条 委託学生、科目等履修生又は聴講生として入学を志願する者があ

るときは、正規の学生の学修に妨げがない限り、選考の上、許可すること

がある。 

第３６条 委託学生とは、官公庁、外国政府その他の委託に基づき、第２３

条及び第２４条の規定によらないで、本大学において学修を許可された者

をいう。 

第３７条 委託学生は、履修した科目について試験を受けなければならない。 

２ 前項の試験に合格した者には、証明書を交付する。 

第３８条 科目等履修生とは、単位修得を目的として、学部等の授業科目に

ついての履修を、１科目又は複数科目許可された者をいう。 

２ 科目等履修生がその履修した科目について試験を受け、合格したときは、

単位を与える。 

第３８条の２ 聴講生とは、学部の授業科目についての聴講を、１科目又は

数科目許可された者をいう。 

第３８条の３ 本章の規定に定めるほか、科目等履修生及び聴講生に関し必

要な事項は、別に規程で定める。 

第３９条 委託学生は、正規の学生と同様別表５に定める学費を納めなけれ

ばならない。 

第４０条 科目等履修生は、別表６に定める入学金及び履修料を納めなけれ

ばならない。 

第４０条の２ 聴講生は、別表７に定める入学金及び聴講料を納めなければ

ならない。 

第４１条 委託学生、科目等履修生及び聴講生については、本章の規定のほ

か、正規の学生についての規定を準用する。ただし、第４５条の規定は、

準用しない。 

第４１条の２ 特別聴講学生とは、他の大学と本大学との間で締結した協定

に基づき、当該大学に在学する学生のうち、本大学における授業科目の履



修を許可された者をいう。 

２ 特別聴講学生の受入れ、学費等に関し必要な事項は、別に定める。 

第４２条 外国人で本大学に入学を志願する者があるときは、選考の上、外

国人留学生として入学を許可することがある。 

２ この学則に規定するもののほか、外国人留学生について必要な事項は、

別に定める。 

第４２条の２ 本大学と外国の大学との学生交流協定に基づき、本大学に入

学を志願する者があるときは、選考の上、交換留学生として入学を許可す

ることがある。 

２ 交換留学生の入学、在学年限、学費等に関する事項は、別に定める。 

第１０章 試験、卒業及び学位 

第４３条 履修した授業科目については、定期の試験を行い、学業成績を考

査する。 

２ 学費の納付を怠っている者は、試験を受けることができない。 

３ やむを得ない事由のため、定期の試験を受けることができなかった者に

ついては、特別試験を行うことがある。 

４ 試験の方法は、各学部の教授会で定め、筆記試験は、別に定める試験規

程によって実施する。 

第４４条 学業成績は、次のとおりとし、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃを合格、Ｆを不合

格とする。 

学業成績 

(点数) 

Ｓ 

(100～90) 

Ａ 

(89～80) 

Ｂ 

(79～70) 

Ｃ 

(69～60) 

Ｆ 

(59～0) 

２ 合格した授業科目については、所定の単位を修得したものと認める。 

３ 不合格の授業科目については、特別試験を行うことができる。 

第４５条 第２条の２各項のいずれかに規定する在学期間を満たし、所定の

授業科目を履修し、かつ、所定数の単位を修得し、卒業した者には、学士

の学位を授与する。 

２ 学位を授与された者には、学位記を授与する。 

３ 学位に関し必要な事項は、明治大学学位規程（昭和３３年規程第８号）

の定めるところによる。 

第４６条 削除 

第１１章 教職関係科目 

第４７条 本大学に教育職員免許状を得るために必要な科目を置く。 

第４８条 中学校又は高等学校の教員免許状を得ようとする者は、別表８に

定める履修料を納め、教育職員免許法及び同法施行規則に定める科目の単



位を修得しなければならない。 

第４９条 本大学において開設する授業科目、単位数及び各学部の学生とし

て受けることのできる免許状の種類は、別表２のとおりとする。 

第１２章 学芸員関係科目及び社会教育主事関係科目 

第５０条 本大学に学芸員資格取得のために必要な科目を置く。 

第５１条 学芸員の資格を得ようとする者は、別表８に定める履修料を納め、

学芸員資格取得のために必要な科目の単位を修得しなければならない。 

第５２条 学芸員資格取得のために必要な科目及びその単位数は、別表３の

とおりとする。 

第５２条の２ 本大学に社会教育主事資格取得のために必要な科目を置く。 

第５２条の３ 社会教育主事の資格を得ようとする者は、別表８に定める履

修料を納め、社会教育主事資格取得のために必要な科目の単位を修得しな

ければならない。 

第５２条の４ 社会教育主事資格取得のために必要な科目及びその単位数

は、別表４のとおりとする。 

第１２章の２ 司書関係科目及び司書教諭関係科目 

第５２条の５ 本大学に司書資格取得のために必要な科目を置く。 

第５２条の６ 司書の資格を得ようとする者は、別表８に定める履修料を納

め、司書資格取得のために必要な科目の単位を修得しなければならない。 

第５２条の７ 司書資格取得のために必要な科目及びその単位数は、別表４

の２のとおりとする。 

第５２条の８ 本大学に司書教諭資格取得のために必要な科目を置く。 

第５２条の９ 司書教諭の資格を得ようとする者は、別表８に定める履修料

を納め、司書教諭資格取得のために必要な科目の単位を修得しなければな

らない。 

第５２条の１０ 司書教諭資格取得のために必要な科目及びその単位数は、

別表４の３のとおりとする。 

第１３章 検定料、入学金、授業料その他 

第５３条 入学試験を受けようとする者は、別表５に定める当該検定料を納

めなければならない。 

第５４条 入学を許可された者は、別表５に定める入学金を納めるものとす

る。 

第５５条 転科、編入学又は再入学の試験を受けようとする者は、別表５に

定める当該検定料を納めなければならない。 

第５６条 各学部の学生は、別表５に定める授業料その他所定の学費を納め



なければならない。 

第５７条 削除 

第５８条 削除 

第５９条 授業料その他所定の学費は、学期の始めに納めなければならない。 

第６０条 検定料、入学金、授業料その他所定の学費の納入について必要な

事項は、別に定める。 

第６１条 いったん納めた検定料及び学費は、返還しない。 

第６２条 学費の納付を怠った者は、除籍する。 

第１４章 大学院 

第６３条 大学院学則は、別に定める。 

第１５章 附属研究機関及び附属施設 

第６４条 本大学に次の附属研究機関及び附属施設を置く。 

(1) 研究・知財戦略機構 

(2) 国際連携機構 

(3) 図書館 

(4) 博物館 

(5) 心理臨床センター 

(6) 工作工場 

(7) 農場 

(8) 体育館 

(9) 寄宿舎 

２ 研究・知財戦略機構、国際連携機構、図書館、博物館、心理臨床センタ

ー、工作工場、農場、体育館及び寄宿舎については、別に規程で定める。 

第１６章 賞罰 

第６５条 人物、学業ともに優秀な者には、授賞することがある。 

第６６条 学生が、本大学の校規に違背し、若しくは本学園の秩序を乱し、

又は学生の本分に反する行為があったときは、その情状によって懲戒を行

う。 

２ 懲戒は、けん責、停学及び退学の３種とする。 

第６７条 次の各号のいずれかに該当する者は、退学させる。 

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

(2) 本学園の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者 

(3) 正当の理由なくして、学業を怠る者 

第６８条 賞罰は、当該学部の教授会の議を経て学長が行う。 

第１７章 厚生保健施設及び奨学制度 



第６９条 厚生保健施設及び奨学制度については、別に規程で定める。 

附 則 

１ 本学則は、昭和２４年４月１日からこれを施行する。 

２ 昭和２４年９月改正学則は、昭和２５年４月１日から施行する。 

（注 工学部二部の設置） 

３ 昭和２７年１０月改正学則は、昭和２８年４月１日から施行する。 

（注 経営学部商業経営学科、農学部農産製造学科の設置） 

４ 昭和３２年２月改正学則は、昭和３２年４月１日から施行する。ただし、

第１２章の規定は、昭和３１年４月１日から適用する。 

（注 各学部学生定員の変更、学芸員養成課程の設置、経営学部商業経営学科を経営学科に

名称変更、各学部学科目の改正、その他字句整理） 

５ 昭和３３年９月改正学則は、昭和３４年４月１日から施行する。 

（通達第１７号）（注 工学部一部学生定員の変更） 

６ 昭和３４年９月改正学則は、昭和３５年４月１日から施行する。 

（注 工学部工業化学科の設置） 

７ 昭和３６年１０月改正学則は、昭和３７年４月１日から施行する。 

（注 工学部工業化学科学生定員の変更） 

８ 昭和３７年９月改正学則は、昭和３８年４月１日から施行する。 

（注 工学部一部学生定員の変更） 

９ 昭和３８年２月改正学則は、昭和３８年４月１日から施行する。 

（注 一・二部の入学金、授業料、入学試験料と工学部一部の学園費改正、二部の維持費一

律徴収実施） 

１０ 昭和４０年９月改正学則は、昭和４１年４月１日から施行する。 

（注 農学部農産製造学科学生定員の変更） 

１１ 昭和４２年１月改正学則は、昭和４２年４月１日から施行する。 

（注 一部の入学金、授業料、聴講生納入金ほかの改定、文・農学部学科目の変更） 

１２ 昭和４２年１２月改正学則は、昭和４３年４月１日から施行する。 

（注 工学部学科目の変更、農学部農産製造学科を農芸化学科に名称変更） 

１３ 昭和４３年３月改正学則は、昭和４３年４月１日から施行する。 

（通達第６２号）（注 再入学の取扱方の改正） 

１４ 昭和４３年９月改正学則は、昭和４４年４月１日から施行する。 

（通達第６８号）（注 工学部電気工学科に電気工学専攻、電子通信工学専攻、機械工学科

に機械工学専攻、応用機械工学専攻をそれぞれ設置、工学部一部学生定員の変更） 

１５ 昭和４４年２月改正学則は、昭和４４年４月１日から施行する。 

（通達第６９号）（注 学部教授会規程、学部連合教授会規程中の主要規定の加入とこれに



伴う条数の異動、法学部二部学科課程変更（別表新設）、政経、工、農、経営各学部学科目

の変更） 

１６ 昭和４４年５月改正学則は、昭和４４年４月１日から施行する。 

（注 教職課程選択科目の増設） 

１７ 昭和４５年４月改正学則は、昭和４５年４月１日から施行する。 

（注 法学部履修条件の変更、政経学部履修単位の変更・学科目配当年次の変更・学科目の

新設、農学部学科目の統合、経営学部学科目の新設・変更・廃止） 

附 則 

この改正は、昭和４６年４月１日から施行する。ただし、第２２条の表に

係る改正規定は、昭和４６年度の１年次生から適用する。 

（注 別表１ 各学部一般教育科目の履修要件の変更及び人文科学・社会科学・自然科学を

人文分野・社会分野・自然分野に改める。法学部（一部）の課程区分の解消、卒業総単位数

の変更、学科目の新設・廃止・修正・配当年次・単位数・履修要件の変更、法学部（二部）

の卒業総単位数の変更、商学部（一・二部）政経学部（一・二部）の卒業総単位数変更、学

科目の新設・廃止、名称・配当年次・単位数の変更、学科目履修要件の変更、二部の別表新

設。文学部（一・二部）・工学部・経営学部の学科目の新設・廃止、名称・配当年次・単位

数の変更、学科目の履修要件変更、農学部の備考の第６項・第７項を削る。別表２の教職課

程を教職に関する専門科目及び別表３の学芸員養成課程を学芸員資格取得のため必要な科

目に名称変更、別表４に転部・転科・編入学・再入学試験料の明示及び項目の整理統合） 

附 則 

この改正は、昭和４６年４月１日から施行する。 

（注 学科目を授業科目に変更、教職課程を教職関係科目、学芸員養成課程を学芸員関係科

目に変更とそれに伴なう字句整理、所定試験料を別表４に定める当該試験料に変更） 

附 則 

この改正は、昭和４６年１２月２日から施行する。ただし、別表１の改正

及び別表２の改正は、昭和４７年４月１日から施行する。 

（注 別表４の入学試験料の改定及び別表１の商学部授業科目の新設・変更、政経学部授業

科目の配当年次変更、文学部授業科目の廃止、工学部授業科目の新設、農学部授業科目の配

当年次変更・新設、別表２に教科に関する専門科目の新設） 

附 則 

この改正は、昭和４７年３月６日から施行する。 

（通達第１３０号）（注 教授会員委嘱範囲を専任講師までに変更） 

附 則 

１ この改正は、昭和４８年２月２６日から施行する。ただし、別表１の改

正は、昭和４８年４月１日から施行する。 



２ この改正施行の際現に在学する者に係る学費の額は、改正後の規定にか

かわらず、なお従前の例による。 

３ この改正施行の日以後において、転部又は編入学（他大学からの編入学

を除く。）をした者に係る学費の額は、改正後の規定にかかわらず、当該者

の属する年次の在学者に係る額と同額とする。 

（通達第１５２号）（注 別表１の法学部（二部）、文学部、農学部の授業科目単位数・履修

年次の変更及び別表４の授業料等の学費改定による改正） 

附 則 

この改正は、昭和４９年４月１日から施行する。 

（通達第１６８号）（注 国民の祝日に関する法律の改正に伴う休日の規定の改正及び夏季

休業日の改正並びに別表１の政治経済学部（一・二部）の授業科目履修年次及び文学部（一・

二部）の授業科目の名称改正） 

附 則 

１ この改正は、昭和４９年１２月７日から施行する。ただし、別表１の改

正は、昭和５０年４月１日から施行する。 

２ この改正施行の際現に在学する者に係る学費の額は、改正後の規定にか

かわらず、なお従前の例による。 

３ この改正施行の日以後において、転部又は編入学（他大学からの編入学

を除く。）をした者に係る学費の額は、改正後の規定にかかわらず、当該者

の属する年次の在学者に係る額と同額とする。 

（通達第１９８号）（注 別表１の政治経済学部・文学部・農学部の授業科目新設・廃止、

履修年次、単位数等の改正及び別表４の授業料等の学費改定による改正） 

附 則 

この改正は、昭和５０年４月１日から施行する。 

（通達第２０４号）（注 社会教育主事関係科目の設置及び附属施設の規定改正並びに別表

３の授業科目一部廃止、単位数の改正及び別表４を別表５にし、別表４に社会教育主事資格

取得のために必要な専門科目を新設） 

附 則 

この改正は、昭和５１年４月１日から施行する。 

（通達第２２２号）（注 文学部及び経営学部の学生定員の改正） 

附 則 

この改正は、昭和５１年４月１日から施行する。 

（通達第２８６号）（注 編入学する者の入学資格及び他大学等で修得した単位の認定等の

明示、英会話関係科目を別表１の随意選択外国語の中に、別表２－２を別表１の中に教職関

係科目として、それぞれ表示、法学部・文学部・工学部及び経営学部の授業科目の新設及び



名称等の改正並びに各学部に配置されている外国語科目の名称表示統一に伴う改正） 

附 則 

この改正は、昭和５２年４月１日から施行する。 

（通達第２７３号）（注 工学部に電気工学科、電子通信工学科、機械工学科及び精密工学

科の設置並びにそれに伴う別表１及び別表５の改正、別表１の随意選択外国語の一部を、別

表１の２「各学部（一部）共通随意選択外国語」として新設、別表４の社会教育主事資格取

得のために必要な科目の改正） 

附 則 

この改正は、昭和５２年１１月２９日から施行する。 

（通達第２９４号）（注 別表５の入学試験料及び転部・転科・編入学・再入学試験料の改

定に伴う改正） 

附 則 

この改正は、昭和５３年４月１日から施行する。ただし、この改正施行の

際現に電気工学科（電気工学専攻・電子通信工学専攻）及び機械工学科（機

械工学専攻・応用機械工学専攻）に在籍する学生については、当該学生が在

籍する間、なお従前の例による。 

（注 別表１商学部（一部）の授業科目の類及び卒業総単位数の変更、文学部（一・二部）

の授業科目配列の変更、工学部の授業科目新設、農学部の授業科目新設及び専門教育科目の

系列名の変更、経営学部の授業科目新設、別表１の２随意選択外国語の授業科目新設、別表

２－２工学部の取得できる免許状の種類の変更による改正） 

附 則 

１ この改正は、昭和５４年１月２９日から施行する。 

２ この改正施行の際現に在学する者に係る学費の額は、改正後の規定にか

かわらず、なお従前の例による。 

３ この改正施行の日以後において、転部又は編入学（他大学からの編入学

を除く。）をした者に係る学費の額は、改正後の規定にかかわらず、当該者

の属する年次の在学者に係る額と同額とする。 

（通達第３１３号）（注 別表５の授業料等の学費改定に伴う改正） 

附 則 

この改正は、昭和５４年４月１日から施行する。 

（注 別表１政治経済学部（一・二部）の授業科目変更による改正） 

附 則 

この改正は、昭和５５年４月１日から施行する。 

（注 別表１の文学部 （一・二部）の授業科目の名称変更、廃止及び増設） 

附 則 



１ この改正は、昭和５５年６月２３日から施行する。 

２ この改正施行の際現に在学する者に係る学費（入学試験料、転部・転科・

編入学・再入学試験料を除く。）の額は、なお従前の例による。 

（通達第３３６号）（注 別表５の入学試験料及び転部・転科・編入学・再入学試験料の改

定に伴う改正） 

附 則 

この改正は、昭和５６年４月１日から施行する。 

（注 別表１の商学部（一部）の授業科目配当年次等の改正）  

附 則 

この改正は、昭和５６年４月１日から施行する。ただし、日本語は、昭和

５６年度入学の外国学生（外国人留学生）から適用する。 

（注 別表１の全学部（一部）に「日本語」、別表１の２に「随意選択科目」をそれぞれ新

設） 

附 則 

この改正は、昭和５７年４月１日から施行する。 

（注 別表１商学部（一・二部）の授業科目の配列・卒業要件の変更、工学部の授業科目・

授業期間・授業時間・単位数・卒業要件の変更、農学部の授業科目・授業期間・授業時間・

単位数の変更による改正） 

附 則 

この改正は、昭和５８年１月１日から施行する。 

（通達第３９９号）（注 別表５の入学試験料及び転部・転科・編入学・再入学試験料の改

定に伴う改正） 

附 則 

この改正は、昭和５８年４月１日から施行する。 

（注 別表１農学部授業科目の系列別表示の追加に伴う改正） 

附 則 

１ この改正は、昭和５８年４月１日から施行する。ただし、第２４条の改

正規定は、昭和５８年度入学志願者から適用する。 

２ 第３４条の改正規定に定める学生定員は、昭和６１年度以降の学生定員

とし、昭和５８年度から昭和６０年度までの法学部一部、商学部一部、政

治経済学部一部、文学部一部、工学部一部、農学部及び経営学部の年度別

総学生定員は、次のとおりとする。 
 

学部学科名 
総 学 生 定 員 

５８年度 ５９年度 ６０年度 



法 学 部 一 部 

法 律 学 科 

2,600 

2,600 

2,800 

2,800 

3,000 

3,000 

商 学 部 一 部 

商 学 科 

産 業 経 営 学 科 

3,300 

2,150 

1,150 

3,400 

2,300 

1,100 

3,500 

2,450 

1,050 

政治経済学部一部 

政 治 学 科 

経 済 学 科 

3,000 

800 

2,200 

3,200 

800 

2,400 

3,400 

800 

2,600 

文 学 部 一 部 

文 学 科 

史 学 地 理 学 科 

1,990 

1,310 

680 

2,060 

1,340 

720 

2,130 

1,370 

760 

工 学 部 一 部 

電 気 工 学 科 

電子通信工学科 

機 械 工 学 科 

精 密 工 学 科 

建 築 学 科 

工 業 化 学 科 

2,780 

410 

420 

500 

500 

540 

410 

2,880 

420 

440 

520 

520 

560 

420 

2,980 

430 

460 

540 

540 

580 

430 

農 学 部 

農 学 科 

農 業 経 済 学 科 

農 芸 化 学 科 

1,070 

360 

360 

350 

1,180 

400 

400 

380 

1,290 

440 

440 

410 

経 営 学 部 

経 営 学 科 

2,050 

2,050 

2,100 

2,100 

2,150 

2,150 

計 16,790 17,620 18,450 

 

（通達第４０２号）（注 昭和５８年１月１７日文部大臣認可 修業年限の明記、休日の表

現の変更・臨時休業日の規定の追加、外国において学校教育を受けた者の入学資格を明記、

第３１条の削除及び各学部（一部）学生定員の変更等に伴う改正） 

附 則 

この改正は、昭和５９年４月１日から施行する。 

（注 別表１法・商・政治経済・経営学部の教職関係科目中「外国史」を「東洋史」及び「西

洋史」に分けて表示、別表１の２ 一部全学部の共通随意選択外国語科目に「朝鮮語」を新

設） 

附 則 

この改正は、昭和５９年４月１日から施行する。 

（注 別表１農学部授業科目の系列区分の上に専修表示を新設） 

附 則 

この改正は、昭和５９年１月１日から施行する。 



（通達第４２２号）（注 別表５の入学試験料及び転部・転科・編入学・再入学試験料の改

定に伴う改正） 

附 則 

この改正は、昭和５９年４月１日から施行する。 

（通達第４３０号）（注 留学生の送出しに関する規定の新設及び本則中の字句の整理に伴

う改正） 

附 則 

１ この改正は、昭和６０年４月１日から施行する。 

２ 第３４条の改正規定に定める総学生定員は、昭和６３年度以降のものと

し、昭和６０年度から昭和６２年度までの法学部二部、商学部二部、政治

経済学部二部、文学部二部及び工学部二部の年度別総学生定員は、次のと

おりとする。 
 

学部学科名 
総 学 生 定 員 

６０年度 ６１年度 ６２年度 

法 学 部 二 部 

法 律 学 科 

1,120 

1,120 

1,120 

1,120 

1,120 

1,120 

商 学 部 二 部 

商 学 科 

産 業 経 営 学 科 

2,250 

1,250 

1,000 

2,100 

1,300 

800 

1,950 

1,350 

600 

政治経済学部二部 

政 治 学 科 

経 済 学 科 

1,760 

850 

910 

1,760 

820 

940 

1,760 

790 

970 

文 学 部 二 部 

文 学 科 

史 学 地 理 学 科 

1,020 

660 

360 

1,080 

680 

400 

1,140 

700 

440 

工 学 部 二 部 

（電気工学科） 

（機械工学科） 

建 築 学 科 

480 

160 

160 

160 

480 

160 

160 

160 

480 

160 

160 

160 

計 6,630 6,540 6,450 
 
（通達第４５７号）（注 昭和５９年１２月２２日文部大臣認可 二部教育の質的向上を図

るため、二部学生定員と二部学生実員との差を縮少し、二部商・政治経済・文学部の学生入

学定員を変更したことによる改正） 

附 則 

１ この改正は、昭和６０年１月１日から施行する。ただし、第６４条の改

正規定は、昭和６０年４月１日から施行する。 



２ この改正施行の際現に在学する者に係る学費の額は、改正後の規定にか

かわらず、なお従前の例による。 

３ この改正施行の日以後において、転部又は編入学（他大学からの編入学

を除く。）をした者に係る学費の額は、改正後の規定にかかわらず、当該者

の属する年次の在学者に係る額と同額とする。 

（通達第４６４号）（注 本則の一部改正及び学費等の改定に伴う別表５の改正並びに同表

中の聴講生を別表６に分離する改正） 

附 則 

この改正は、昭和６０年４月１日から施行する。 

（注 別表１政治経済学部（一・二部）、農学部及び経営学部の授業科目の変更による改正） 

附 則 

この改正は、昭和６１年４月１日から施行する。 

（通達第５２９号）（注 工学部電気工学科（電気工学専攻・電子通信工学専攻）、機械工学

科（機械工学専攻・応用機械工学専攻）の旧学科の廃止及び工学部二部の廃止に伴う改正） 

附 則 

この改正は、昭和６１年４月１日から施行する。 

（注 別表１の文学部（一・二部）授業科目・単位数・卒業要件の変更及び農学部授業科目・

単位数の変更に伴う改正） 

附 則 

この改正は、昭和６２年４月１日から施行する。 

（通達第５３１号）（注 附属研究機関及び附属施設として国際交流センター及び工作工場

を設置することに伴う改正） 

附 則 

この改正は、昭和６２年４月１日から施行する。 

（通達第５５３号）（注 昭和６１年１２月２３日文部大臣認可 期間を付した入学定員の

増加（臨時学生定員増）を附則において定める。） 

附 則 

この改正は、昭和６２年４月１日から施行する。 

（注 別表１各学部の情報処理関係授業科目の充実、外国人留学生のための授業科目の充

実、各学部卒業要件の変更及び農学部・経営学部授業科目の変更並びに別表１の２共通随意

選択外国語授業科目の増設及び共通随意選択科目の削除に伴う改正） 

附 則（昭和６２年規則第１号） 

この学則は、昭和６２年７月２７日から施行する。 

（通達第５７７号） （注 別表５の入学試験料及び転部・転科・編入学・再入学試験料の

改定に伴う改正） 



附 則（昭和６３年規則第４号） 

この学則は、昭和６３年４月１日から施行する。 

（通達第５８７号）（注 附属研究機関として設置している計算センターを情報科学センタ

ーに組織変更することに伴う改正） 

附 則 

この学則は、昭和６３年４月１日から施行する。 

（注 別表１文学部（一・二部）外国語科目の配当年次変更、農学部授業科目の新設・廃止・

単位数変更・名称変更、経営学部授業科目の新設・名称変更・卒業要件の整備、別表１の２

共通随意選択外国語に「ギリシア語」「ラテン語」の新設、別表４社会教育主事資格取得の

ために必要な授業科目の全部改正及び資格要件を明示することに伴う改正） 

附 則（昭和６３年規則第５号） 

１ この学則は、昭和６４年４月１日から施行する。 

（通達第６１０号） 

２ この学則施行の際、現に工学部電気工学科、電子通信工学科、機械工学

科、精密工学科、建築学科及び工業化学科に在学する学生については、当

該学生が在学する間、なお従前の例による。 

（注 理工学部の設置に伴う学部・学科、学士の称号の新設、学生定員の改正及び附則（通

達第５５３号）中の臨時学生定員増の変更措置並びに別表１中に理工学部授業科目の新設） 

附 則（昭和６３年規則第６号） 

この学則は、１９８９年（平成元年）４月１日から施行する。ただし、理

工学部の学費等の額については、１９８９年度（平成元年度）の入学志願者

から適用する。 

（通達第６１６号）（注 理工学部設置に伴う別表５及び別表６中の工学部の名称の改正） 

附 則（１９８９年規則第３号） 

この学則は、１９９０年（平成２年）４月１日から施行する。ただし、別

表５中施設設備費を教育充実費に名称を改める改正規定は、１９９０年度（平

成２年度）入学者についても適用する。 

（通達第６３４号）（注 別表５学費の項目中、施設設備費を教育充実費に名称変更するこ

とに伴う改正） 

附 則（１９８９年規則第８号） 

（施行期日） 

１ この学則は、１９９０年（平成２年）４月１日から施行する。ただし、

理工学部１９８９年度（平成元年度）入学者については、１９８９年（平

成元年）４月１日から適用する。 

（経過措置） 



２ この学則施行の際現に在学する者（理工学部を除く。）については、改正

後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

（通達第６４１号）（注 「教育職員免許法」等の改正施行に伴う別表１の各学部授業科目・

卒業要件等の改正、別表２の教職に関する授業科目及び免許状の種類・教科名等の改正並び

に別表４の授業科目の改正） 

附 則（１９９０年規則第２号） 

この学則は、１９９１年（平成３年）４月１日から施行する。ただし、別

表１中農学部授業科目及び別表２の２中農学部農業経済学科に係る改正規定

を除く改正規定は、１９９０年度（平成２年度）入学者から適用する。 

（通達６６６号）（注 「教育職員免許法」等の改正により高等学校教諭１種免許状のうち

「社会」が「地理歴史」「公民」に改められたことに伴う別表１の授業科目及び別表２の改

正並びに別表３の授業科目の整備・充実、資格要件の改正） 

附 則 

この学則は、１９９１年（平成３年）４月１日から施行する。 

（注 別表１中法学部（一・二部）、文学部（一・二部）の授業科目の新設、廃止、名称変

更、配当年次変更に伴う改正） 

附 則（１９９１年規則第１号） 

この学則は、１９９２年（平成４年）４月１日から施行する。 

（通達第６８１号）（注 １９９１年１２月２０日文部大臣認可 理工学部及び農学部にお

ける期間を付した入学定員の増加（臨定）の認可に伴う附則の改正） 

附 則（１９９１年規則第２号） 

（施行期日等） 

１ この学則は、１９９２年（平成４年）４月１日から施行し、改正後の第

４５条及び第４６条の規定は１９９１年（平成３年）７月１日から、改正

後の別表５の規定は１９９２年（平成４年）１月１日から適用する。 

（学士の学位に関する経過措置） 

２ 改正前の第４６条の規定による学士の称号は、改正後の第４５条第１項

の規定による学士の学位とみなす。 

（学費の改定に伴う経過措置） 

３ この学則施行の日の前日において在学する者に係る学費の額については、

なお従前の例による。 

４ この学則施行の日以後に転部又は編入学（他大学等からの編入学を除く。）

をした者に係る学費の額は、当該者が属する年次の在学者に係る学費の額

とする。 

（通達第６８３号）（注 学校教育法、大学設置基準等の法令の改正施行並びに特別試験料



の廃止及び学費等の改定に伴う本則及び別表の改正） 

附 則 

この学則は、１９９３年（平成５年）４月１日から施行する。 

（注 理工学部の授業科目の名称、単位数及び配置の変更並びに卒業要件の変更並びに農

学部の授業科目の新設及び廃止並びに名称及び配置の変更等のための別表１の改正） 

附 則（１９９３年度規則第３号） 

（施行期日等） 

１ この学則は、１９９４年（平成６年）４月１日から施行する。ただし、

第１９条第１項及び第２０条の改正規定は、１９９５年（平成７年）４月

１日から施行する。 

２ この学則（前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。）

による改正後の第３５条（科目等履修生及び聴講生に係る部分に限る。）、

第３８条、第３８条の３、第４０条、第４０条の２、第４１条、別表６及

び別表７の規定は、１９９４年（平成６年）３月１日から適用する。 

（教職等課程履修料の改定に伴う経過措置） 

３ この学則の施行の日（次項において「施行日」という。）の前日において

在学する者に係る教職等課程履修料（次項において「履修料」という。）の

額については、別表８の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

４ 施行日以後に転部又は編入学（他の大学等からの編入学を除く。）をした

者に係る履修料の額は、当該者が属する年次の在学者に係る履修料の額と

する。 

（単位計算の基準及び他の学部に属する授業科目の選択履修の制限単位数

の変更に伴う経過措置） 

５ この学則（第１項ただし書に規定する改正規定に限る。以下この項にお

いて同じ。）による改正後の第１９条第１項及び第２０条の規定は、この学

則の施行の日（以下この項において「施行日」という。）以後に第１年次に

入学する者から適用し、施行日の前日において在学する者に係る単位計算

の基準及び他の学部に属する授業科目の選択履修の制限単位数については、

なお従前の例による。 

（外国学生の入学に関する規程の一部改正） 

６ 外国学生の入学に関する規程（昭和３２年規程第３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

題名を次のように改める。 

外国人留学生の入学に関する規程 

第６条中「外国学生」を「外国人留学生」に改める。 



（通達第７６２号）（注 単位計算基準及び他学部履修制限単位数の変更、科目等履修生制

度の新設並びに情報関係科目及び教職等課程関係科目の新設・廃止のための本則及び別表

の改正） 

附 則（１９９４年度規則第５号） 

（施行期日等） 

１ この学則は、１９９５年（平成７年）４月１日から施行し、改正後の別

表１、別表１の２及び別表３の規定は、１９９５年度（平成７年度）に第

１年次に入学する者から、別表５から別表７までの規定は、同年度入学者

から適用する。 

（教育課程の変更に伴う経過措置） 

２ この学則の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において在学する

者に係る教育課程については、なお従前の例による。 

３ 施行日以後に、改正後の別表１、別表１の２及び別表３の規定を適用さ

れない者の属する年次に転部、編入学、再入学等をした者に係る教育課程

は、当該年次の在学者に係る教育課程とする。 

４ 前２項の規定にかかわらず、改正後の別表１及び別表１の２の規定によ

る授業科目（以下「新課程の授業科目」という。）のうち、当該学部の教授

会が認めたものについては、前２項の者であっても、これを履修すること

ができるものとする。 

５ 前項の規定により、新課程の授業科目を履修し、修得した単位は、当該

者に係る卒業に必要な単位数に含めることができるものとする。 

（学費の改定に伴う経過措置） 

６ 施行日の前日において在学する者（次項に規定する者を除く。）に係る学

費の額については、なお従前の例による。 

７ 施行日の前日において在学する者で次の各号に掲げる年度において当該

各号に掲げる年次に転部又は編入学をしたものに係る学費の額は、当該者

が属する年次の在学者に係る学費の額と同額とする。 

(1) １９９５年度（平成７年度） 第２・第３・第４年次 

(2) １９９６年度（平成８年度） 第３・第４年次 

(3) １９９７年度（平成９年度） 第４年次 

８ 前項の規定は、本大学を卒業後編入学（明治大学短期大学からの編入学

を含む。）をした者及び本大学を退学後再入学をした者に係る学費について

準用する。 

（通達第７９９号）（注 教育課程の全面的変更及び学費等の改定に伴う別表の改正） 

附 則（１９９５年度規則第２号） 



この学則は、１９９６年（平成８年）４月１日から施行する。 

（通達第８４０号）（注 １９９５年１２月２２日文部大臣認可 期間を付した入学定員増

（臨定）の期間の延長の認可に伴う一部改正学則の附則の改正。ただし、１９９９年７月２

８日文部大臣認可の期間を付した入学定員の設定に係る学則改正により、１９９６年度か

ら１９９９年度までの臨定分を含む入学定員の表は削除） 

附 則（１９９５年度規則第４号） 

この学則は、１９９６年（平成８年）４月１日から施行する。 

（通達第８４８号）（注 授業科目の新設及び廃止、卒業要件の変更並びに学費等の改定に

伴う別表の改正） 

附 則（１９９６年度規則第２号） 

（施行期日） 

１ この学則は、１９９７年（平成９年）４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この学則による改正後の別表１の規定（経営学部に係る部分に限る。）は、

この学則の施行の日（以下この項において「施行日」という。）以後に経営

学部の第１年次に入学する者から適用し、施行日の前日において経営学部

に在学する者に係る教育課程については、なお従前の例による。 

（通達第９００号）（注 政治経済学部の授業科目の新設及び名称変更、経営学部の授業科

目の単位数等及び卒業要件の変更、「博物館法施行規則」等の改正施行に伴う授業科目の新

設等並びに学費等の改定に伴う別表の改正） 

附 則（１９９７年度規則第１号） 

（施行期日） 

１ この学則は、１９９８年（平成１０年）４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この学則による改正後の別表１の規定（商学部（一部）、商学部（二部）、

農学部及び経営学部に係る部分に限る。以下この項において「改正後の別

表規定」という。）は、この学則の施行の日（以下この項において「施行日」

という。）以後に商学部（一部）、商学部（二部）、農学部及び経営学部の第

１年次に入学する者から適用し、施行日の前日において商学部（一部）、商

学部（二部）、農学部及び経営学部に在学する者に係る教育課程については、

なお従前の例による。ただし、改正後の別表規定のうち、「農学科 卒業関

係科目 文献調査・特別研究（卒論）」、「農業経済学科 卒業関係科目 文

献調査・ゼミナール（卒論）」、「農芸化学科 卒業関係科目 文献調査・特

別研究（卒論）」及び「各学科共通 保健・体育科目 スポーツ実習Ⅲ」に

係る部分は、施行日の前日において農学部に在学する者についても適用す



る。 

（通達第９３８号）（注 特選研究生制度の廃止、学校教育法施行規則の改正施行（在外教

育施設の制度変更）、外国人留学生に係る規定の整理、各学部（工学部及び理工学部は除く。）

の授業科目の新設、廃止、名称変更、単位数等の変更並びに学費等の改定に伴う本則及び別

表の改正） 

附 則（１９９８年度規則第１号） 

この学則は、１９９９年（平成１１年）４月１日から施行する。 

（通達第９７０号）（注 理工学部電気工学科及び精密工学科の名称変更に伴う本則、附則

及び別表の改正） 

附 則（１９９８年度規則第３号） 

（施行期日） 

１ この学則は、１９９９年（平成１１年）４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この学則による改正後の別表１の規定は、この学則の施行の日（以下こ

の項において「施行日」という。）以後に第１年次に入学する者から適用し、

施行日の前日において在学する者に係る教育課程については、なお従前の

例による。 

（通達第９８９号）（注 商学部、農学部及び経営学部の授業科目の新設、廃止、名称変更

及び単位数等の変更並びに学費等の改定に伴う別表の改正） 

附 則（１９９８年度規則第８号） 

この学則は、１９９９年（平成１１年）４月１日から施行する。 

（通達第９９８号）（注 工学部の廃止に伴う当該部分の改正） 

附 則（１９９９年度規則第１号） 

（施行期日） 

１ この学則は、２０００年（平成１２年）４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この学則による改正後の別表１の規定は、この学則の施行の日（以下こ

の項において「施行日」という。）以後に第１年次に入学する者から適用し、

施行日の前日において在学する者に係る教育課程については、なお従前の

例による。 

（通達第１０１７号）（注 農学部生命科学科の設置に伴う収容定員の改正、別表１中への

農学部生命科学科授業科目の新設等） 

附 則（１９９９年度規則第２号） 

この学則は、２０００年（平成１２年）４月１日から施行する。 

（通達第１０１８号）（注 １９９９年７月２８日文部大臣認可 大学の期間を付した入学



定員の設定に伴う一部改正学則の附則の改正） 

附 則（１９９９年度規則第９号） 

この学則は、２０００年（平成１２年）４月１日から施行する。 

（通達第１０４４号）（注 客員教員制度の導入に伴う当該部分の改正） 

附 則（１９９９年度規則第１０号） 

（施行期日） 

１ この学則は、２０００年（平成１２年）４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この学則による改正後の規定（第１２章の２並びに別表４の２及び別表

４の３の部分を除く。）は、この学則の施行の日（以下「施行日」という。）

以後に第１年次に入学する者から適用し、施行日の前日において在学する

者（次項において「在学生」という。）に係る教育課程等については、なお

従前の例による。 

３ 前項の規定にかかわらず、改正後の別表１の規定による文学部（一部）

及び文学部（二部）の授業科目のうち、文学部教授会が認めたものについ

ては、文学部（一部）及び文学部（二部）の在学生であっても、これを履

修することができる。 

（通達第１０４５号）（注 学校教育法の改正により新たに設置された中等教育学校を卒業

した者への入学資格の付与、司書課程及び司書教諭課程の設置、教育職員免許法の改正、各

学部のカリキュラム改定並びに学費等の改定に伴う本則及び別表の改正） 

附 則（２０００年度規則第１号） 

（施行期日） 

１ この学則は、２００１年（平成１３年）４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この学則による改正後の規定は、この学則の施行の日以後に第１年次に

入学する者から適用し、この学則の施行の際、現に商学部に在籍する学生

に係る教育課程、卒業要件、学費等の規定の適用については、収容定員に

係る規定を除き、なお従前の例による。 

（通達第１０７２号）（注 ２０００年７月２８日文部大臣認可 商学部の１学科制への移

行に伴う本則及び別表並びに一部改正学則の附則の改正） 

附 則（２０００年度規則第６号） 

（施行期日） 

１ この学則は、２００１年（平成１３年）４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この学則による改正後の別表１及び別表２（１の教科又は教職に関する



科目の表及び履修方法の部分を除く。）の規定は、この学則の施行の日（以

下この項において「施行日」という。）以後に第１年次に入学する者から適

用し、施行日の前日において在学する者（以下「在学生」という。）に係る

教育課程については、なお従前の例による。ただし、改正後の別表１の規

定のうち、次に掲げる教育課程の改正については、文学部の在学生につい

ても適用するものとする。 

(1) 文学部（一部）文学科 選択科目 専攻選択科目中「異文化理解Ⅰ（英

米）」、「異文化理解Ⅱ（英米）」、「異文化理解Ⅰ（独文）」、「異文化理解

Ⅱ（独文）」、「異文化理解Ⅰ（仏文）」及び「異文化理解Ⅱ（仏文）」に

係る改正 

(2) 文学部（二部）文学科 選択科目 専攻選択科目中「異文化理解Ⅰ（英

米）」、「異文化理解Ⅱ（英米）」、「異文化理解Ⅰ（仏文）」及び「異文化

理解Ⅱ（仏文）」に係る改正 

３ 前項本文の規定にかかわらず、改正後の別表１の規定による政治経済学

部（一部）及び政治経済学部（二部）の授業科目のうち、政治経済学部教

授会が認めたものについては、政治経済学部（一部）及び政治経済学部（二

部）の在学生であっても、これを履修することができる。 

（通達第１１１０号）（注 単位認定要件の拡大、理工学部情報科学科における高等学校教

諭第１種免許状「情報」の課程認定、教科又は教職に関する科目の履修制限の設定、政治経

済学部及び文学部のカリキュラムの改定及び学費の改定等に伴う改正） 

附 則（２００１年度規則第１号） 

（施行期日） 

１ この学則は、２００２年（平成１４年）４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この学則による改正後の別表１の規定は、この学則の施行の日（以下こ

の項において「施行日」という。）以後に第１年次に入学する者から適用

し、施行日の前日において在学する者（次項において「在学生」とい

う。）に係る教育課程については、なお従前の例による。 

３ 前項の規定にかかわらず、改正後の別表１の規定による政治経済学部（一

部）及び政治経済学部（二部）の授業科目のうち、政治経済学部教授会が

認めたものについては、政治経済学部（一部）及び政治経済学部（二部）

の在学生であっても、これを履修することができる。 

（通達第１１２２号）（注 政治経済学部（一部）地域行政学科、文学部（一部）心理社会

学科、経営学部会計学科及び公共経営学科の設置に伴う本則中の組織及び収容定員に係る

規定及び当該３学部に係る別表１の改正並びに一部改正学則の附則（臨定の延長措置に係



る表）の改正） 

附 則（２００１年度規則第３号） 

この学則は、２００２年（平成１４年）４月１日から施行する。 

（通達第１１４１号）（注 政治経済学部地域行政学科、文学部心理社会学科及び経営学部

会計学科・公共経営学科における教職課程認定に伴う別表の改正）  

附 則（２００１年度規則第４号） 

（施行期日） 

１ この学則は、２００２年（平成１４年）４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この学則による改正後の第２条の２第２項、第２０条第１項、第２０条

の２第２項、第２０条の４第３項、第２４条第９号及び別表１の規定（理

工学部の「大学院理工学研究科設置科目」に係る部分は除く。）は、この

学則の施行日以後に第１年次に入学する者から適用し、施行日の前日にお

いて在学する者（次項において「在学生」という。）に係る修業年限及び

教育課程については、なお従前の例による。 

３ 前項の規定にかかわらず、改正後の別表１の規定による商学部の授業科

目のうち、商学部教授会が認めたものについては、在学生であっても、こ

れを履修することができる。 

（通達第１１５２号）（注 学士取得年限の短縮、高等学校２年修了者の受入れ、他学部履

修の制限単位数の拡大、外国の大学等の行う通信教育の単位認定、商品陳列館の名称変更及

び用語の整理に伴う本則改正並びに商学部、政治経済学部及び理工学部の授業科目の新設、

名称変更、科目区分の変更等及び学費の改定に伴う別表の改正）  

附 則（２００１年度規則第５号） 

（施行期日） 

１ この学則は、２００４年（平成１６年）４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この学則による改正後の第４４条第１項の規定は、この学則の施行日以

後に第１年次に入学する者から適用し、施行日の前日において在学する者

に係る学業成績の表示については、なお従前の例による。 

（通達第１１５３号）（注 半期履修制の導入及び成績評価基準の変更に伴う本則の改正） 

附 則（２００２年度規則第５号） 

この学則は、２００３年（平成１５年）４月１日から施行する。 

（通達第１２０５号）（注 理工学部機械情報工学科における高等学校教諭１種免許状「情

報」の課程認定に伴う別表２の改正） 

附 則（２００２年度規則第８号） 



（施行期日） 

１ この学則は、２００３年（平成１５年）４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この学則による改正後の別表１、別表２及び別表４の規定は、この学則

の施行日以後に第１年次に入学する者から適用し、同施行日の前日におい

て在学する者（以下「在学生」という。）に係る教育課程については、な

お従前の例による。 

３ 前項の規定にかかわらず、改正後の別表１の文学部（一部）卒業要件３

(5)の規定（教育社会学の部分を除く。）は、文学部心理社会学科の在学生

にも適用するものとし、同表の政治経済学部及び経営学部の授業科目のう

ち、当該学部教授会が認めたものについては、当該学部の在学生であって

も、これを履修することができるものとする。 

（通達第１２１４号）（注 商学部、政治経済学部、文学部、理工学部及び経営学部のカリ

キュラムの改定、教職課程及び社会教育主事課程の要件科目の追加並びに学費の改定に伴

う別表の改正） 

附 則（２００３年度規則第２号） 

（施行期日） 

１ この学則は、２００４年（平成１６年）４月１日から施行する。 

（既設学部の二部学生募集停止及びこれに伴う経過措置） 

２ 法学部（二部）、商学部（二部）、政治経済学部（二部）及び文学部（二

部）は、２００４年度（平成１６年度）から学生募集を停止する。 

３ この学則による改正後の第２条第２項、第３４条、別表 1 及び別表１の

２の規定は、この学則の施行日（以下「施行日」という。）以後に第１年次

に入学する者から適用し、施行日の前日において在学する者（以下「在学

生」という。）に係る学部学科の組織、教育課程、卒業要件等については、

なお従前の例による。 

４ 前項の規定（在学生に係る部分に限る。）は、施行日以後に、在学生の属

する年次に転部、編入学及び再入学をした者について準用する。 

（臨時的定員及び収容定員に関する経過措置に係る表の廃止） 

５ 明治大学学則の一部を改正する学則（１９９９年度規則第２号）の一部

を次のように改正する。 

附則第２項の各学部の入学定員表を削る。 

６ 明治大学学則の一部を改正する学則（２０００年度規則第１号）の一部

を次のように改正する。 

附則第３項の商学部一部及び商学部二部の収容定員表を削る。 



７ 明治大学学則の一部を改正する学則（２００１年度規則第１号）の一部

を次のように改正する。 

附則第２項の政治経済学部一部、文学部一部及び経営学部の収容定員表

を削り、附則第３項を附則第２項とし、附則第４項を附則第３項とする。 

（通達第１２４０号）（注 情報コミュニケーション学部情報コミュニケーション学科の設

置、授業設計のフレックス化の実施に伴う二部学生の募集停止、臨時的定員の恒常的定員化、

文学部、農学部及び経営学部における収容定員の変更並びに半期履修制の実施に伴う法学

部、商学部、政治経済学部、文学部及び共通随意選択外国語（学部間共通外国語に名称変更）

に係る授業科目、単位数等の変更に伴う本則、附則及び別表の改正） 

附 則（２００３年度規則第８号） 

（施行期日） 

１ この学則は、２００４年度（平成１６年）４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この学則による改正後の別表２の規定は、この学則の施行日以後に第１

年次に入学する者から適用し、施行日の前日において在学する者に係る教

育課程については、なお従前の例による。 

（通達第１２５９号）（注 情報コミュニケーション学部における中学校教諭１種免許状「社

会、外国語（英語）」及び高等学校教諭１種免許状「公民、情報、外国語（英語）」の課程認

定、「教育実習」の科目の分割その他必要な科目の設置及び名称変更等に伴う別表２の改正） 

附 則（２００３年度規則第１０号） 

（施行期日） 

１ この学則は、２００４年（平成１６年）４月１日から施行する。 

（教育課程の変更に伴う経過措置） 

２ この学則による改正後の別表１、別表１の２及び別表３の規定は、この

学則の施行日以後に第１年次に入学する者から適用し、施行日の前日にお

いて在学する者（以下「在学生」という。）に係る教育課程については、な

お従前の例による。 

３ 前項の規定にかかわらず、改正後の別表１の規定による政治経済学部及

び経営学部の授業科目のうち、当該学部教授会が認めたものについては、

在学生であっても、これを履修することができるものとする。 

４ 第２項の規定にかかわらず、 改正後の別表１の規定による文学部文学

科・史学地理学科共通の選択科目のうち、大学院設置科目の授業科目につ

いては、２０００年度（平成１２年度）以降に入学した文学科及び史学地

理学科の第３年次及び第４年次の在学生であっても、これを履修すること

ができるものとする。 



５ 第２項の規定にかかわらず、改正後の別表１経営学部の卒業要件第４項

及び第５項第２号の規定については、２００２年度（平成１４年度）以降

に経営学部に入学した者から適用するものとする。 

（二部学生への学費等の適用） 

６ この学則の施行の際、現に法学部（二部）、商学部（二部）、政治経済学

部（二部）及び文学部（二部）に在学する者及びこれらの学部に転部・転

科、編入学又は再入学する者（以下「二部学生」という。）に係る２００４

年度（平成１６年度）から２０１８年度（平成３０年度）までの学費等に

ついては、次の表に定める金額を適用する。 

 入学金 授業料 

専攻指導料        

(文学部（二

部）のみ) 

教育充実料 

転部、転科、 

編入学、 

再入学検定料 

2004 年度 135,000 363,000 21,200 65,000 35,000 

2005 年度 135,000 363,000 21,200 65,000 35,000 

2006 年度 140,000 363,000 22,200 86,500 35,000 

2007 年度 140,000 363,000 22,200 91,500 35,000 

2008 年度 140,000 363,000 22,200 96,500 35,000 

2009 年度 140,000 363,000 22,200 104,000 35,000 

2010 年度 140,000 363,000 22,200 104,000 35,000 

2011 年度 140,000 363,000 22,200 104,000 35,000 

2012 年度 140,000 363,000 22,200 104,000 35,000 

2013 年度 140,000 363,000 22,200 104,000 35,000 

2014 年度 100,000 
363,000 

22,200 104,000 35,000 
388,000 

2015 年度 100,000 
363,000 

22,200 104,000 35,000 
388,000 

2016 年度  
363,000 

22,200 104,000 
 

388,000 

2017 年度  
363,000 

22,200 104,000 
 

388,000 

2018 年度  
363,000 

22,200 104,000 
 

388,000 

備考 ２０１４年度以降の授業料については、次のとおりとする。 

 (1) 上段 ２０１３年度以前入学者に適用する。 

 (2) 下段 ２０１４年度以降入学者に適用する。 

７ この学則の施行後、二部の授業科目を科目等履修生として履修し、又は

聴講生として聴講した者に係る科目等履修生履修料及び聴講生聴講料につ

いては、改正後の別表６及び別表７の規定を適用する。 

８ この学則の施行後、二部学生に係る資格課程履修料については、別表８



の規定を適用する。 

（通達第１２８８号）（注 休日及び休業日における授業実施に係る規定の設置、休学の期

間、再入学の時期の変更、休学中の授業料減免に関する規定の削除、学費の納入に係る規定

の整備、博物館の統合及び心理臨床センターの設置に伴う大学附属施設に係る規定の変更、

カリキュラムの改定並びに学費の改定に伴う本則及び別表の改正） 

附 則（２００４年度規則第２号） 

（施行期日） 

１ この学則は、２００５年（平成１７年）４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この学則による改正後の別表１の規定は、この学則の施行日以後に第１

年次に入学する者から適用し、施行日の前日において文学部当該専攻に在

学する者に係る専攻名称については、なお従前の例による。 

（通達第１３０６号）（注 文学部文学科独文学専攻及び仏文学専攻並びに文学部史学地理

学科東洋史学専攻の専攻名称をそれぞれ「ドイツ文学専攻」、「フランス文学専攻」及び「ア

ジア史専攻」に改めることに伴う別表の改正 

附 則（２００４年度規則第８号） 

（施行期日） 

１ この学則は、２００５年（平成１７年）４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この学則による改正後の別表１、別表１の２、別表２、別表３、別表４

及び別表４の２の規定は、この学則の施行日（以下「施行日」という。）以

後に第１年次に入学する者から適用し、施行日の前日において在学する者

（以下「在学生」という。）に係る教育課程等については、なお従前の例に

よる。 

３ 前項の規定にかかわらず、改正後の別表１の規定による商学部、政治経

済学部、文学部、理工学部、経営学部及び情報コミュニケーション学部の

授業科目（次項において「新課程の授業科目」という。）のうち、当該学部

教授会が認めたものについては、在学生であっても、これを履修すること

ができるものとする。 

４ 前項の規定により、在学生が新課程の授業科目を履修し、修得した単位

は、卒業に必要な単位に含めることができる。 

（通達第１３５１号）（注 カリキュラムの改定及び学費の改定に伴う別表・附則の改正） 

附 則（２００４年度規則第１３号） 

この学則は、２００５年（平成１７年）４月１日から施行する。 

（通達第１３６１号）（注 総長制の廃止、新たな連合教授会の設置等に伴う本則の改正） 



附 則（２００５年度規則第１号） 

この学則は、２００６年（平成１８年）４月１日から施行する。 

（通達第１３７９号）（注 理工学部工業化学科の学科名称を「応用化学科」に変更するこ

とに伴う本則及び別表の改正） 

附 則（２００５年度規則第１１号） 

（施行期日） 

１ この学則は、２００６年（平成１８年）４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この学則による改正後の別表１の規定は、この学則の施行日（以下「施

行日」という。）以後に第１年次に入学する者から適用し、施行日の前日に

おいて在学する者（以下「在学生」という。）に係る教育課程等については、

なお従前の例による。ただし、改正後の別表１の規定のうち、情報コミュ

ニケーション学部に係る言語クラスター科目の「言語圏コミュニケーショ

ン」関係科目に係る部分は、情報コミュニケーション学部の在学生につい

ても適用するものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、改正後の別表１の規定による法学部、商学部、

政治経済学部、経営学部及び情報コミュニケーション学部の授業科目（次

項において「新課程の授業科目」という。）のうち、当該学部の教授会が認

めたものについては、在学生であっても、これを履修することができるも

のとする。 

４ 前項の規定により、在学生が新課程の授業科目を履修し、修得した単位

は、卒業に必要な単位数に含めることができる。 

５ この学則による改正後の別表２の規定による教職に関する科目中、教育

学Ａ、教育学Ｂ、教育法Ⅰ及び教育法Ⅱについては、２００４年度（平成

１６年度）以降に第１年次に入学した者から適用する。 

（通達第１４３１号）（注 カリキュラム及び学費の改定に伴う別表・附則の改正） 

附 則（２００５年度規則第１４号） 

この学則は、２００６年（平成１８年）４月１日から施行する。 

（通達第１４４４号）（注 修業年限の特例に係る規定の変更、副学長の新設、教員の種類

に関する委任規定の設置及び入学資格要件の変更に伴う本則の改正） 

附 則（２００６年度規則第１号） 

（施行期日） 

１ この学則は、２００７年（平成１９年）４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この学則による改正後の規定は、この学則の施行日（以下「施行日」と



いう。）以後に第１年次に入学する者から適用し、施行日の前日において在

学する者に係る学部学科の組織、教育課程、卒業要件等については、なお

従前の例による。 

(通達第１４７４号)（注 理工学部電気電子生命学科の設置並びに電気電子工学科及び電

子通信工学科の廃止に伴う本則及び別表の改正） 

附 則（２００６年度規則第３号） 

（施行期日） 

１ この学則は、２００６年（平成１８年）９月２９日から施行する。 

（経過措置） 

２ この学則による改正後の第４４条第１項の規定は、２００４年度（平成

１６年度）以降に第１年次に入学した者から適用し、２００３年度（平成

１５年度）以前に入学した者に係る学業成績の表記については、なお従前

の例による。 

３ この学則の施行の際、現に改正前の第４４条第１項の規定に基づき、２

００４年度（平成１６年度）以降に第１年次に入学した者に係るものとして

表記された成績については、次表の改正前の学業成績の項中の表記をそれ

ぞれ改正後の学業成績の項中の表記に読み替えるものとする。 

改正前の学業 

成績（点数） 

Ａ 

（100～90） 

Ｂ 

（89～80） 

Ｃ 

（79～70） 

Ｄ 

（69～60） 

Ｆ 

（59～0） 

改正後の学業

成績（点数） 

Ｓ 

（100～90） 

Ａ 

（89～80） 

Ｂ 

（79～70） 

Ｃ 

（69～60） 

Ｆ 

（59～0） 

（通達第１４８０号）（注 学業成績表記の変更に伴う改正） 

附 則（２００６年度規則第９号） 

この学則は、２００７年（平成１９年）４月１日から施行する。 

（通達第１４９４号）（注 学校教育法等の改正による助教授の名称変更に伴う本則の改正） 

附 則（２００６年度規則第１２号） 

（施行期日） 

１ この学則は、２００７年（平成１９年）４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この学則による改正後の別表１（農学部に係る部分を除く。）及び別表４

の規定は、この学則の施行日（以下「施行日」という。）以後に第１年次

に入学する者から適用し、施行日の前日において在学する者（以下「在学

生」という。）に係る教育課程等については、なお従前の例による。ただ

し、改正後の別表１の規定のうち、法学部に係る「国際教育プログラム科

目群」については、２００６年度（平成１８年度）以降に法学部の第１年



次に入学した者から適用する。 

３ 前項本文の規定にかかわらず、改正後の別表１の規定による法学部、商

学部、政治経済学部、文学部、経営学部及び情報コミュニケーション学部

の授業科目（次項において「新課程の授業科目」という。）のうち、当該学

部の教授会が認めたものについては、在学生であっても、これを履修する

ことができるものとする。 

４ 前項の規定により、在学生が新課程の授業科目（文学部に係る「国際教

育プログラム科目」を除く。）を履修し、修得した単位は、卒業に必要な単

位数に含めることができる。 

５ 第２項本文の規定にかかわらず、改正後の別表１の規定による政治経済

学部の卒業要件第３項及び第７項の規定については、在学生から、経営学

部の卒業要件第１１項の規定については、２００４年度（平成１６年度）

以降に第１年次に入学した者から適用する。 

６ 改正後の別表５備考１（３）の規定は、２００７年度の入学志願者から

適用する。 

（理工学部電気電子工学科及び電子通信工学科の在学生に係る学費等の

適用） 

７ この学則の施行の際、現に理工学部電気電子工学科及び電子通信工学科

に在学する者及び転部・転科、編入学又は再入学する者に係る学費等につ

いては、理工学部電気電子生命学科の金額を適用する。 

（通達第１５２２号）（注 メディア授業の実施、学校法人会計基準に準じた勘定科目名称

の変更、情報科学センターの廃止、カリキュラム及び学費の改定等に伴う改正） 

附 則（２００６年度規則第１７号） 

（施行期日） 

１ この学則は、２００７年（平成１９年）４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この学則による改正後の別表２の規定は、この学則の施行日以後に第１

年次に入学する者から適用し、施行日の前日において在学する者に係る教

育課程等については、なお従前の例による。 

（通達第１５２９号）（注 理工学部電気電子生命学科における「数学」の高等学校教諭一

種免許状及び中学校教諭一種免許状の課程認定等に伴う別表の改正） 

附 則（２００７年度規則第１号） 

（施行期日） 

１ この学則は、２００８年（平成２０年）４月１日から施行する。 

（経過措置） 



２ この学則による改正後の第２条第２項、第３４条及び別表１の規定は、

この学則の施行日（以下「施行日」という。）以後に第１年次に入学する者

から適用し、施行日の前日において在学する者（以下「在学生」という。）

に係る学部学科の組織、教育課程、卒業要件等については、なお従前の例

による。 

３ 前項の規定（在学生に係る部分に限る。）は、施行日以後に、在学生の属

する年次に転科、編入学及び再入学をした者について準用する。 

（通達第１５５１号）（注 農学部農業経済学科の学科名称を「食料環境政策学科」に変更

することに伴う本則及び別表１の改正） 

附 則（２００７年度規則第６号） 

この学則は、２００８年（平成２０年）４月１日から施行する。 

（通達第１５７１号）（注 国際日本学部国際日本学科の設置に伴う本則及び別表１の改正） 

附 則（２００７年度規則第１４号） 

この学則は、２００８年（平成２０年）４月１日から施行する。 

（通達第１６４４号）（注 カリキュラムの改定に伴う別表の改正） 

附 則（２００７年度規則第１５号) 

（施行期日） 

１ この学則は、２００８年（平成２０年）４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この学則による改正後の別表２の規定は、この学則の施行日（以下「施

行日」という。）以後に第１年次に入学する者から適用し、施行日の前日に

おいて在学する者に係る教育課程並びに学部・学科等の教育職員免許状の

種類及び教科については、なお従前の例による。 

（通達第１６５０号)(注 農学部食料環境政策学科における「農業」の高等学校教諭一種免

許状並びに国際日本学部における中学校教諭一種免許状及び高等学校教諭一種免許状の課

程認定に伴う別表の改正) 

附 則（２００７年度規則第１７号） 

（施行期日） 

１ この学則は、２００８年（平成２０年）４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この学則による改正後の別表１、別表２、別表３及び別表４の規定は、

この学則の施行日（以下「施行日」という。）以後に第１年次に入学する者

から適用し、施行日の前日において在学する者（以下「在学生」という。）

に係る教育課程等については、なお従前の例による。 

３ 前項の規定にかかわらず、改正後の別表１の規定による商学部、政治経



済学部、農学部、経営学部及び情報コミュニケーション学部の授業科目（次

項において「新課程の授業科目」という。）のうち、当該学部の教授会が認

めたものについては、在学生であっても、これを履修することができるも

のとする。 

４ 前項の規定により、在学生が新課程の授業科目を履修し、修得した単位

は、卒業に必要な単位数に含めることができる。 

（農学部農業経済学科の在学生に係る学費等の適用） 

５ この学則の施行の際、現に農学部農業経済学科に在学する者及び転部・

転科、編入学又は再入学する者に係る学費等については、農学部食料環境

政策学科の金額を適用する。 

（通達第１６５４号）（注 カリキュラム及び学費の改定に伴う別表・附則の改正） 

附 則（２００８年度規則第２号） 

 この学則は、２００８年（平成２０年）１０月１日から施行する。 

（通達第１７３１号）（注 学科ごとの人材養成その他の教育研究上の目的を新たに規定す

ることに伴う改正） 

附 則（２００８年度規則第５号） 

（施行期日） 

１ この学則は、２００９年（平成２１年）４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この学則による改正後の別表１の規定は、この学則の施行日（以下「施

行日」という。）以後に第１年次に入学する者から適用し、施行日の前日に

おいて在学する者（以下「在学生」という。）に係る教育課程については、

なお従前の例による。 

３ 前項の規定にかかわらず、改正後の別表１の規定による国際日本学部の

授業科目のうち、国際日本学部教授会が認めたものについては、在学生で

あっても、これを履修することができるものとする。 

（通達第１７４３号）（注 国際日本学部に係るカリキュラムの改定に伴う別表１の改正） 

附 則（２００８年度規則第７号） 

（施行期日） 

１ この学則は、２００９年（平成２１年）４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この学則による改正後の別表１の規定は、この学則の施行日（以下「施

行日」という。）以後に第１年次に入学する者から適用し、施行日の前日に

おいて在学する者（以下「在学生」という。）に係る教育課程については、

なお従前の例による。 



３ 前項の規定にかかわらず、改正後の別表１の規定による経営学部の授業

科目（次項において「新課程の授業科目」という。）のうち、経営学部教授

会が認めたものについては、在学生であっても、これを履修することがで

きるものとする。 

４ 前項の規定により、在学生が新課程の授業科目を履修し、修得した単位

は、卒業に必要な単位数に含めることができる。 

（通達第１７６４号）（注 経営学部に係るカリキュラムの改定に伴う別表１の改正） 

附 則（２００８年度規則第９号） 

（施行期日） 

１ この学則は、２００９年（平成２１年）４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この学則による改正後の別表１、別表２、別表４、別表４の２及び別表

４の３の規定は、この学則の施行日（以下「施行日」という。）以後に第１

年次に入学する者から適用し、施行日の前日において在学する者（以下「在

学生」という。）に係る教育課程等については、なお従前の例による。ただ

し、改正後の別表１の規定のうち、理工学部応用化学科に係る部分につい

ては、２００６年度（平成１８年度）以降に理工学部の第１年次に入学し

た者から適用する。 

３ 前項本文の規定にかかわらず、改正後の別表１の規定による商学部、農

学部及び情報コミュニケーション学部の授業科目（次項において「新課程

の授業科目」という。）のうち、当該学部の教授会が認めたものについては、

在学生であっても、これを履修することができるものとする。 

４ 前項の規定により、在学生が新課程の授業科目を履修し、修得した単位

は、卒業に必要な単位数に含めることができる。 

（通達第１７７５号）（注 カリキュラム及び学費の改定並びにメディア授業に対応する授

業科目を明記することに伴う別表・附則の改正） 

附 則（２００８年度規則第１２号） 

この学則は、２００９年（平成２１年）４月１日から施行する。 

（通達第１７８９号）（注 講義、演習、実験等の複数の授業方法を組み合わせた授業科目

に係る単位数の計算基準を定めることに伴う本則の改正） 

附 則（２００９年度規則第２号） 

（施行期日） 

１ この学則は、２０１０年（平成２２年）４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この学則による改正後の別表１の規定は、この学則の施行日（以下「施



行日」という。）以後に第１年次に入学する者から適用し、施行日の前日に

おいて在学する者（以下「在学生」という。）に係る教育課程等については、

なお従前の例による。 

３ 前項の規定にかかわらず、改正後の別表１の規定による授業科目（次項

において「新課程の授業科目」という。）のうち、経営学部教授会が認めた

ものについては、在学生であっても、これを履修することができるものと

する。 

４ 前項の規定により、在学生が新課程の授業科目を履修し、修得した単位

は、卒業に必要な単位数に含めることができる。 

（通達第１８２２号）（注 経営学部に係るカリキュラムの改定に伴う別表１の改正） 

附 則（２００９年度規則第５号） 

（施行期日） 

１ この学則は、２０１０年（平成２２年）４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 文学部の収容定員は、改正後の第３４条の規定にかかわらず、２０１０

年度（平成２２年度）から２０１２年度（平成２４年度）までの間、次の

とおりとする。 

（通達第１８２７号）（注 文学部文学科における収容定員の増員に伴う本則の改正） 

附 則（２００９年度規則第８号） 

この学則は、２００９年（平成２１年）１０月１日から施行する。 

（通達第１８３１号）（注 国際交流センターの廃止及び国際連携機構の設置並びに研究・

知財戦略機構の設置による大学附属研究機関等に係る規定の変更に伴う本則の改正） 

附 則（２００９年度規則第１３号） 

 （施行期日） 

１ この学則は、２０１０年（平成２２年）４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この学則による改正後の別表２の規定は、この学則の施行日（以下「施

行日」という。）以後に第１年次に入学する者から適用し、施行日の前日に

おいて在学する者に係る教育課程については、なお従前の例による。 

学部学科名 

収 容 定 員 

2010 年度 

(平成 22 年度) 

2011 年度 

(平成 23 年度) 

2012 年度 

(平成 24 年度) 

文 学 部 

文 学 科 

史学地理学科 

心理社会学科 

2,895 

1,615 

980 

300 

2,910 

1,630 

980 

300 

2,925 

1,645 

980 

300 



（通達第１８７２号）（注 教育職員免許法施行規則の改正によるカリキュラムの改定に伴

う別表２の改正） 

附 則（２００９年度規則第１５号） 

 （施行期日） 

１ この学則は、２０１０年（平成２２年）４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この学則による改正後の別表１、別表１の２、別表２及び別表４の規定

は、この学則の施行日（以下「施行日」という。）以後に第１年次に入学す

る者から適用し、施行日の前日において在学する者（以下「在学生」とい

う。）に係る教育課程等については、なお従前の例による。 

３ 前項の規定にかかわらず、改正後の別表１、別表１の２及び別表２の規

定による授業科目（次項において「新課程の授業科目」という。）のうち、

当該学部の教授会が認めたものについては、在学生であっても、これを履

修することができるものとする。 

４ 前項の規定により、在学生が新課程の授業科目を履修し、修得した単位

は、卒業に必要な単位数に含めることができる。 

（通達第１８７４号）（注 カリキュラム及び学費の改定に伴う別表・附則の改正） 

附 則（２０１０年度規則第１号） 

 （施行期日） 

１ この学則は、２０１１年（平成２３年）４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この学則による改正後の別表１及び別表９の規定は、この学則の施行日

（以下「施行日」という。）以後に第１年次に入学する者から適用し、施行

日の前日において在学する者（以下「在学生」という。）に係る教育課程等

については、なお従前の例による。 

３ 前項の規定にかかわらず、改正後の別表１の規定による文学部の授業科

目（次項において「新課程の授業科目」という。）のうち、文学部教授会が

認めたものについては、在学生であっても、これを履修することができる

ものとする。 

４ 前項の規定により、在学生が新課程の授業科目を履修し、修得した単位

は、卒業に必要な単位数に含めることができる。 

（通達第１９１７号）（注 文学部に係るカリキュラムの改定に伴う別表１及び別表９の改

正） 

附 則（２０１０年度規則第２号） 

 （施行期日） 



１ この学則は、２０１１年（平成２３年）４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 政治経済学部及び文学部の収容定員は、改正後の第３４条の規定にかか

わらず、２０１１年度（平成２３年度）から２０１３年度（平成２５年度）

までの間、次のとおりとする。 

学部学科名 

収 容 定 員 

2011 年度 

(平成 23 年度) 

2012 年度 

(平成 24 年度) 

2013 年度 

(平成 25 年度) 

政 治 経 済 学 部 

政 治 学 科 

経 済 学 科 

地域行政学科 

4,240 

1,040 

2,600 

600 

4,200 

1,040 

2,560 

600 

4,160 

1,040 

2,520 

600 

文 学 部 

文 学 科 

史学地理学科 

心理社会学科 

2,950 

1,630 

995 

325 

3,005 

1,645 

1,010 

350 

3,060 

1,660 

1,025 

375 

（通達第１９２３号）（注 政治経済学部経済学科に係る収容定員の減員並びに文学部史学

地理学科及び心理社会学科に係る収容定員の増員に伴う本則の改正） 

附 則（２０１０年度規則第７号） 

 （施行期日） 

１ この学則は、２０１１年（平成２３年）４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この学則による改正後の別表１及び別表１の２の規定は、この学則の施

行日（以下「施行日」という。）以後に第１年次に入学する者から適用し、

施行日の前日において在学する者（以下「在学生」という。）に係る教育課

程については、なお従前の例による。 

３ 前項の規定にかかわらず、改正後の別表１及び別表１の２の規定による

授業科目（次項において「新課程の授業科目」という。）のうち、当該学部

の教授会が認めたものについては、在学生であっても、これを履修するこ

とができるものとする。 

４ 前項の規定により、在学生が新課程の授業科目を履修し、修得した単位

は、卒業に必要な単位数に含めることができる。 

（通達第１９７４号）（注 カリキュラムの改定に伴う別表の改正） 

附 則（２０１０年度規則第８号） 

 この学則は、２０１１年（平成２３年）４月１日から施行する。 

（通達第１９８０号）（注 休学在籍料の導入等による学費等の設定に伴う附則及び別表５

の改正） 



附 則（２０１０年度規則第１３号） 

 この学則は、２０１１年（平成２３年）３月３１日から施行する。 

（通達第２００２号）（注 商学部産業経営学科の廃止に伴う本則の改正） 

附 則（２０１０年度規則第１４号） 

 （施行期日） 

１ この学則は、２０１１年（平成２３年）４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この学則の施行日（以下「施行日」という。）の前日において在学する者

が、施行日前に休学した期間については、改正後の第２９条第５項に規定

する通算の休学年限には算入しないものとする。 

（通達第２００３号）（注 休学に係る取扱いの変更に伴う改正） 

附 則（２０１１年度規則第７号） 

 この学則は、２０１２年（平成２４年）４月１日から施行する。 

（通達第２０４８号）（注 留学によって修得した単位数を、本大学の単位数として認定

する上限の変更に伴う改正） 

附 則（２０１１年度規則第８号） 

（施行期日） 

１ この学則は、２０１２年（平成２４年）４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この学則による改正後の別表１の規定は、この学則の施行日（以下「施

行日」という。）以後に第１年次に入学する者から適用し、施行日の前日に

おいて在学する者（以下「在学生」という。）に係る教育課程については、

なお従前の例による。 

３ 前項の規定にかかわらず、改正後の別表１の規定による授業科目（次項

において「新課程の授業科目」という。）のうち、当該学部の教授会が認め

たものについては、在学生であっても、これを履修することができるもの

とする。 

４ 前項の規定により、在学生が新課程の授業科目を履修し、修得した単位

は、卒業に必要な単位数に含めることができる。 

５ この学則による改正後の別表９の規定のうち、理工学部機械情報工学科

に係る部分については、２０１０年度（平成２２年度）以降に、理工学部

機械情報工学科の第１年次に入学した者から適用する。 

（通達第２０４９号）（注 カリキュラム、学費及び理工学部機械情報工学科の人材養成そ

の他の教育研究上の目的の改定に伴う別表・附則の改正） 

附 則（２０１１年度規則第１２号） 



 （施行期日） 

１ この学則は、２０１３年（平成２５年）４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この学則による改正後の別表１の規定は、この学則の施行日（以下「施

行日」という。）以後に第１年次に入学する者から適用し、施行日の前日に

おいて在学する者に係る教育課程については、なお従前の例による。 

（通達第２０５５号）（注 理工学部数学科に係るカリキュラムの改定に伴う別表１の改正） 

附 則（２０１１年度規則第１４号） 

 （施行期日） 

１ この学則は、２０１２年（平成２４年）４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この学則による改正後の別表３、別表４及び別表４の２の規定は、この

学則の施行日（以下「施行日」という。）以後に第１年次に入学する者から

適用し、施行日の前日において在学する者（以下「在学生」という。）に係

る教育課程については、なお従前の例による。ただし、在学生が改正前の

別表３の規定による「博物館学各論Ａ」、「博物館学各論Ｂ」及び「視聴覚

教育メディア論」を２０１３年度までに取得できなかった場合、２０１４

年度以降は改正後の別表３のカリキュラムを適用する。 

（通達第２０７０号）（注 博物館法施行規則及び図書館法施行規則の一部を改正する省令

に対応するカリキュラムに変更することに伴う、別表３、別表４及び別表４の２の改正） 

附 則（２０１２年度規則第３号） 

 （施行期日） 

１ この学則は、２０１３年（平成２５年）４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 法学部、商学部、政治経済学部、情報コミュニケーション学部、国際日

本学部及び総合数理学部の収容定員は、改正後の第３４条の規定にかかわ

らず、２０１３年度（平成２５年度）から２０１５年度（平成２７年度）

までの間、次のとおりとする。 

学部学科名 

収 容 定 員 

2013 年度 

(平成 25 年度) 

2014 年度 

(平成 26 年度) 

2015 年度 

(平成 27 年度) 

法 学 部 

法 律 学 科 

3,500 

3,500 

3,400 

3,400 

3,300 

3,300 

商 学 部 

商 学 科 

4,060 

4,060 

4,040 

4,040 

4,020 

4,020 

政 治 経 済 学 部 4,130 4,060 4,030 



政 治 学 科 

経 済 学 科 

地 域 行 政 学 科 

1,030 

2,510 

590 

1,020 

2,460 

580 

1,010 

2,450 

570 

情 報 ｺ ﾐ ｭ ﾆ ｹ ｰ ｼ ｮ ﾝ 学 部 

情 報 ｺ ﾐ ｭ ﾆ ｹ ｰ ｼ ｮ ﾝ 学 科 

1,650 

1,650 

1,700 

1,700 

1,750 

1,750 

国 際 日 本 学 部 

国 際 日 本 学 科 

1,250 

1,250 

1,300 

1,300 

1,350 

1,350 

総 合 数 理 学 部 

現 象 数 理 学 科 

先端 ﾒ ﾃ ﾞ ｨ ｱ ｻ ｲ ｴ ﾝ ｽ学科 

ﾈ ｯ ﾄ ﾜ ｰ ｸ ﾃ ﾞ ｻ ﾞ ｲ ﾝ 学 科 

260 

80 

100 

80 

520 

160 

200 

160 

780 

240 

300 

240 

３ この学則による改正後の別表１の規定は、この学則の施行の日（以下「施

行日」という。）以後に第１年次に入学する者から適用し、施行日の前日に

おいて在学する者（以下「在学生」という。）に係る教育課程については、

なお従前の例による。 

４ 前項の規定にかかわらず、改正後の別表１の規定による情報コミュニケ

ーション学部及び国際日本学部の授業科目（次項において「新課程の授業

科目」という。）のうち、当該学部の教授会が認めたものについては、在学

生であっても、これを履修することができるものとする。 

５ 前項の規定により、在学生が新課程の授業科目を履修し、修得した単位

は、卒業に必要な単位数に含めることができる。 

（通達第２１０４号）（注 総合数理学部の設置、収容定員の設定（総合数理学部）、減員（法

学部・商学部・政治経済学部）及び増員（情報コミュニケーション学部・国際日本学部）並

びに増員した学部に係るカリキュラムの改定に伴う本則及び別表の改正） 

附 則（２０１２年度規則第６号） 

 （施行期日） 

１ この学則は、２０１３年（平成２５年）４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この学則による改正後の別表２から別表４までの規定は、この学則の施

行日（以下「施行日」という。）以後に第１年次に入学する者から適用し、

施行日の前日において在学する者に係る教育課程については、なお従前の

例による。 

（通達第２１４８号）（注 資格課程に係るカリキュラムの改定及び総合数理学部の中学

校・高等学校教諭一種免許状の課程認定に伴う別表の改正） 

附 則（２０１２年度規則第７号） 

 （施行期日） 

１ この学則は、２０１３年（平成２５年）４月１日から施行する。 



 （経過措置） 

２ この学則による改正後の別表１、別表１の２及び別表９の規定は、この

学則の施行日（以下「施行日」という。）以後に第１年次に入学する者から

適用し、施行日の前日において在学する者（以下「在学生」という。）に係

る教育課程等については、なお従前の例による。 

３ 前項の規定にかかわらず、改正後の別表１及び別表１の２の規定による

授業科目（次項において「新課程の授業科目」という。）のうち、当該学部

の教授会が認めたものについては、在学生であっても、これを履修するこ

とができるものとする。 

４ 前項の規定により、在学生が新課程の授業科目を履修し、修得した単位

は、卒業に必要な単位数に含めることができる。 

（通達第２１４９号）（注 特別聴講学生の新設並びにカリキュラム及び学費の改定等に伴

う本則、附則及び別表の改正） 

附 則（２０１２年度規則第１２号） 

 （施行期日） 

１ この学則は、２０１５年（平成２７年）４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 経営学部の収容定員は、改正後の第３４条の規定にかかわらず、２０１

５年度（平成２７年度）から２０１７年度（平成２９年度）までの間、次

のとおりとする。 

学部学科名 

収 容 定 員 

2015 年度 

(平成 27 年

度) 

2016 年度 

(平成 28 年

度) 

2017 年度 

(平成 29 年

度) 

経 営 学 部 

経 営 学 科 

会 計 学 科 

公 共 経 営 学 科 

2,600 

1,540 

660 

400 

2,600 

1,560 

640 

400 

2,600 

1,580 

620 

400 

（通達第２１７８号）（注 経営学部経営学科及び会計学科の収容定員の変更に伴う本則の

改正） 

附 則（２０１３年度規則第５号） 

 （施行期日） 

１ この学則は、２０１４年（平成２６年）４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この学則による改正後の別表１、別表１の２及び別表２の規定は、この

学則の施行日（以下「施行日」という。）以後に第１年次に入学する者から



適用し、施行日の前日において在学する者（以下「在学生」という。）に係

る教育課程等については、なお従前の例による。 

３ 前項の規定にかかわらず、改正後の別表１及び別表１の２の規定による

授業科目（次項において「新課程の授業科目」という。）のうち、当該学部

の教授会が認めたものについては、在学生であっても、これを履修するこ

とができるものとする。 

４ 前項の規定により、在学生が新課程の授業科目を履修し、修得した単位

は、卒業に必要な単位数に含めることができる。 

（通達第２２２９号）（注 カリキュラム及び学費の改定等に伴う附則及び別表の改正） 

附 則（２０１３年度規則第９号） 

 （施行期日） 

１ この学則は、２０１５年（平成２７年）４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この学則による改正後の別表１及び別表９の規定は、この学則の施行日

（以下「施行日」という。）以後に第１年次に入学する者から適用し、施行

日の前日において在学する者（以下「在学生」という。）に係る教育課程等

については、なお従前の例による。 

３ 前項の規定にかかわらず、改正後の別表１の規定による授業科目（次項

において「新課程の授業科目」という。）のうち、当該学部の教授会が認め

たものについては、在学生であっても、これを履修することができるもの

とする。 

４ 前項の規定により、在学生が新課程の授業科目を履修し、修得した単位

は、卒業に必要な単位数に含めることができる。 

（通達第２２４３号）（注 理工学部に係るカリキュラムの改定に伴う別表１及び別表９の

改正） 

附 則（２０１３年度規則第１０号） 

 この学則は、２０１４年（平成２６年）４月１日から施行する。 

（通達第２２４５号）（注 学期名称の変更等に伴う改正） 

附 則（２０１４年度規則第１２号） 

 （施行期日） 

１ この学則は、２０１５年（平成２７年）４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この学則による改正後の別表１及び別表１の２の規定は、この学則の施

行日（以下「施行日」という。）以後に第１年次に入学する者から適用し、

施行日の前日において在学する者（以下「在学生」という。）に係る教育課



程等については、なお従前の例による。 

３ 前項の規定にかかわらず、改正後の別表１及び別表１の２の規定による

授業科目（次項において「新課程の授業科目」という。）のうち、当該学部

の教授会が認めたものについては、在学生であっても、これを履修するこ

とができるものとする。 

４ 前項の規定により、在学生が新課程の授業科目を履修し、修得した単位

は、卒業に必要な単位数に含めることができる。 

（通達第２３０１号）（注 カリキュラム、学費の改定等に伴う附則及び別表の改正） 

附 則（２０１４年度規則第１５号） 

 （施行期日） 

１ この学則は、２０１５年（平成２７年）４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この学則による改正後の別表４の規定は、この学則の施行日（以下「施

行日」という。）以後に第１年次に入学する者から適用し、施行日の前日に

おいて在学する者に係る教育課程については、なお従前の例による。 

（通達第２３０８号）（注 資格課程に係るカリキュラムの改定に伴う別表４の改正） 

附 則（２０１４年度規則第１７号） 

 この学則は、２０１５年（平成２７年）４月１日から施行する。 

（通達第２３１５号）（注 学校教育法の改正により教授会の議決事項を変更することに伴

う本則の改正） 

附 則（２０１４年度規則第２１号） 

 この学則は、２０１６年（平成２８年）４月１日から施行する。 

（通達第２３１９号）（注 理工学部電気電子生命学科、建築学科及び情報科学科の収容定

員の変更に伴う本則の改正） 

 附 則（２０１５年度規則第８号） 

 この学則は、２０１６年（平成２８年）４月１日から施行する。 

（通達第２３６７号）（注 二部の廃止に伴う本則の改正） 

   附 則（２０１５年度規則第１１号） 

 （施行期日） 

１ この学則は、２０１６年（平成２８年）４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この学則による改正後の別表１及び別表２の規定は、この学則の施行日

（以下「施行日」という。）以後に第１年次に入学する者から適用し、施行

日の前日において在学する者（以下「在学生」という。）に係る教育課程に

ついては、なお従前の例による。 



３ 前項の規定にかかわらず、改正後の別表１の規定による授業科目（次項

において「新課程の授業科目」という。）のうち、当該学部の教授会が認め

たものについては、在学生であっても、これを履修することができるもの

とする。 

４ 前項の規定により、在学生が新課程の授業科目を履修し、修得した単位

は、卒業に必要な単位数に含めることができる。 

（通達第２３７６号）（注 カリキュラムの改定及び二部の廃止に伴う別表の改正） 

   附 則（２０１６年度規則第４号） 

 この学則は、２０１７年（平成２９年）４月１日から施行する。 

（通達第２４３４号）（注 学費等の改定に伴う別表の改正） 

   附 則（２０１６年度規則第５号） 

 この学則は、２０１７年（平成２９年）４月１日から施行する。 

（通達第２４４０号）（注 学校教育法施行規則の改正による各学部の方針に係る規定の設

定及び入学資格に係る規定の追加並びに授業期間の変更に伴う本則の改正） 

   附 則（２０１６年度規則第９号） 

 この学則は、２０１７年（平成２９年）４月１日から施行する。 

（通達第２４４７号）（注 授業科目等の表から授業期間及び毎週授業期間を削除すること

に伴う別表の改正） 

   附 則（２０１６年度規則第１１号） 

 （施行期日） 

１ この学則は、２０１７年（平成２９年）４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この学則による改正後の別表１、別表１の２及び別表４の規定は、この

学則の施行日（以下「施行日」という。）以後に第１年次に入学する者から

適用し、施行日の前日において在学する者（以下「在学生」という。）に係

る教育課程については、なお従前の例による。 

３ 前項の規定にかかわらず、改正後の別表１及び別表１の２の規定による

授業科目（次項において「新課程の授業科目」という。）のうち、当該学部

の教授会が認めたものについては、在学生であっても、これを履修するこ

とができるものとする。 

４ 前項の規定により、在学生が新課程の授業科目を履修し、修得した単位

は、卒業に必要な単位数に含めることができる。 

（通達第２４４９号）（注 カリキュラムの改定及び各学部の授業科目以外の科目を履修す

る場合の資格課程科目等履修生履修料を規定することに伴う別表の改正） 

   附 則（２０１７年度規則第２号） 

 （施行期日） 



１ この学則は、２０１８年（平成３０年）４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 各学部の収容定員は、改正後の第３４条の規定にかかわらず、２０１８

年度（平成３０年度）から２０２０年度（平成３２年度）までの間、次の

とおりとする。 

学部学科名 

収 容 定 員 

2018 年度 

(平成 30 年度) 

2019 年度 

(平成 31 年度) 

2020 年度 

(平成 32 年度) 

法 学 部 

法 律 学 科 

3,320 

3,320 

3,440 

3,440 

3,560 

3,560 

商 学 部 

商 学 科 

4,150 

4,150 

4,300 

4,300 

4,450 

4,450 

政治経済学部  

政 治 学 科 

経 済 学 科 

地域行政学科  

4,150 

1,040 

2,525 

585 

4,300 

1,080 

2,610 

610 

4,450 

1,120 

2,695 

635 

文 学 部 

文 学 科 

史学地理学科  

心理社会学科  

3,235 

1,710 

1,070 

455 

3,370 

1,760 

1,100 

510 

3,505 

1,810 

1,130 

565 

理 工 学 部 

電気電子生命学科 

機 械 工 学 科 

機械情報工学科 

建 築 学 科 

応 用 化 学 科 

情 報 科 学 科 

数 学 科 

物 理 学 科 

3,840 

866 

498 

498 

613 

457 

452 

228 

228 

3,980 

882 

516 

516 

646 

474 

474 

236 

236 

4,120 

913 

534 

534 

669 

491 

491 

244 

244 

農 学 部 

農 学 科 

食料環境政策学科 

農 芸 化 学 科 

生 命 科 学 科 

2,160 

540 

540 

540 

540 

2,240 

560 

560 

560 

560 

2,320 

580 

580 

580 

580 

経 営 学 部 

経 営 学 科 

会 計 学 科 

2,695 

1,685 

610 

2,790 

1,770 

620 

2,885 

1,855 

630 

情報ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部 

情報ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科 

1,870 

1,870 

1,940 

1,940 

2,010 

2,010 

国際日本学部  

国際日本学科  

1,450 

1,450 

1,500 

1,500 

1,550 

1,550 



総合数理学部  

現象数理学科  

先端ﾒﾃﾞｨｱｻｲｴﾝｽ学科 

ﾈｯﾄﾜｰｸﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 

1,080 

330 

420 

330 

1,120 

340 

440 

340 

1,160 

350 

460 

350 

 （理工学部収容定員に関する経過措置に係る表の廃止） 

３ 明治大学学則の一部を改正する学則（２０１４年度規則第２１号）の

一部を次のように改正する。 

  附則第２項の理工学部の収容定員表を削る。 

（通達第２４７９号）（注 収容定員の増員に伴う本則の改正） 

   附 則（２０１７年度規則第３号） 

 この学則は、２０１８年（平成３０年）４月１日から施行する。 

（通達第２４８０号）（注 学費の改定等に伴う別表の改正） 

   附 則（２０１７年度規則第６号） 

 この学則は、２０１８年（平成３０年）４月１日から施行する。 

（通達第２４９２号）（注 理工学部電気電子工学科及び理工学部電子通信工学科の廃止に

伴う改正） 

附 則（２０１７年度規則第１０号） 

この学則は、２０１８年（平成３０年）４月１日から施行する。 

（通達第２５１０号）（注 留学可能な期間を延長することに伴う改正） 

   附 則（２０１７年度規則第１２号） 

 （施行期日） 

１ この学則は、２０１８年（平成３０年）４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この学則による改正後の別表１、別表１の２、別表４の２及び別表９の

規定は、この学則の施行日（以下「施行日」という。）以後に第１年次に入

学する者から適用し、施行日の前日において在学する者（以下「在学生」

という。）に係る教育課程については、なお従前の例による。 

３ 前項の規定にかかわらず、改正後の別表１及び別表１の２の規定による

授業科目（次項において「新課程の授業科目」という。）のうち、当該学部

の教授会が認めたものについては、在学生であっても、これを履修するこ

とができるものとする。 

４ 前項の規定により、在学生が新課程の授業科目を履修し、修得した単位

は、卒業に必要な単位数に含めることができる。 

（通達第２５１７号）（注 カリキュラムの改定等に伴う別表の改正） 

   附 則（２０１７年度規則第１３号） 

 （施行期日） 



１ この学則は、２０１９年（平成３１年）４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この学則による改正後の別表２の規定は、この学則の施行日（以下「施

行日」という。）以後に第１年次に入学する者から適用し、施行日の前日に

おいて在学する者（以下「在学生」という。）に係る教育課程については、

なお従前の例による。 

（通達第２５１８号）（注 教職課程に係るカリキュラムの改定に伴う別表の改正） 

   附 則（２０１８年度規則第１号） 

 この学則は、２０１９年（平成３１年）４月１日から施行する。 

（通達第２５６２号）（注 学費の改定等に伴う別表の改正） 

   附 則（２０１８年度規則第９号） 

 （施行期日） 

１ この学則は、２０１９年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この学則による改正後の別表１、別表１の２及び別表４の規定は、この

学則の施行日（以下「施行日」という。）以後に第１年次に入学する者から

適用し、施行日の前日において在学する者（以下「在学生」という。）に係

る教育課程については、なお従前の例による。 

３ 前項の規定にかかわらず、改正後の別表１の規定による授業科目（次項

におい「新課程の授業科目」という。）のうち、当該学部の教授会が認めた

ものにつては、在学生であっても、これを履修することができる。 

４ 前項の規定により、在学生が新課程の授業科目を履修し、修得した単位

は、卒業に必要な単位数に含めることができる。 

（通達第２６０９号）（注 カリキュラム及び入学検定料の改定等に伴う別表の改正） 

   附 則（２０１９年度規則第１号） 

 （施行期日） 

１ この学則は、２０２０年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この学則による改正後の別表１の２の規定は、この学則の施行日（以下

「施行日」という。）以後に第１年次に入学する者から適用し、施行日の前

日において在学する者（以下「在学生」という。）に係る教育課程について

は、なお従前の例による。 

３ 前項の規定にかかわらず、改正後の別表１の２の規定による授業科目（次

項において「新課程の授業科目」という。）のうち、当該学部の教授会が認

めたものについては、在学生であっても、これを履修することができるも



のとする。 

４ 前項の規定により、在学生が新課程の授業科目を履修し、修得した単位

は、卒業に必要な単位数に含めることができる。 

（通達第２６３８号）（注 カリキュラムの改定等に伴う別表の改正） 

   附 則（２０１９年度規則第２号） 

 この学則は、２０２０年４月１日から施行する。 

（通達第２６４３号）（注 学費の改定等に伴う別表の改正） 

   附 則（２０１９年度規則第５号） 

 （施行期日） 

１ この学則は、２０２０年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この学則による改正後の別表１、別表２、別表３、別表４、別表４の２

及び別表９の規定は、この学則の施行日（以下「施行日」という。）以後に

第１年次に入学する者から適用し、施行日の前日において在学する者（以

下「在学生」という。）に係る教育課程については、なお従前の例による。 

３ 前項の規定にかかわらず、改正後の別表１の規定による授業科目（次項

において「新課程の授業科目」という。）のうち、当該学部教授会が認めた

ものについては、在学生であっても、これを履修することができるものと

する。 

４ 前項の規定により、在学生が新課程の授業科目を履修し、修得した単位

は、卒業に必要な単位数に含めることができる。 

（通達第２６８７号）（注 カリキュラムの改定等に伴う別表の改正） 

   附 則（２０２０年度規則第４号） 

 （施行期日） 

１ この学則は、２０２０年１１月１１日から施行し、改正後の別表１の規

定は、同年４月１日から適用する。 

 （経過措置） 

２ この学則による改正後の別表１の規定は、２０１８年度以降の入学者か

ら適用し、２０１７年度以前の入学者に係る教育課程については、なお従

前の例による。 

（通達第２７４６号）（注 カリキュラムの改定等に伴う別表の改正） 

   附 則（２０２０年度規則第５号） 

 この学則は、２０２１年４月１日から施行する。 

（通達第２７４７号）（注 学費の改定等に伴う別表の改正） 

附 則（２０２０年度規則第８号） 



 （施行期日） 

１ この学則は、２０２１年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この学則による改正後の別表１、別表２及び別表４の規定は、この学則

の施行日（以下「施行日」という。）以後に第１年次に入学する者から適用

し、施行日の前日において在学する者（以下「在学生」という。）に係る教

育課程については、なお従前の例による。 

３ 前項の規定にかかわらず、改正後の別表１の規定による授業科目のうち、

当該学部の教授会が認めたもの並びに別表２及び別表４の規定による授業

科目のうち、資格課程委員会が認めたもの（次項においてこれらを「新課

程の授業科目」という。）については、在学生であっても、これを履修する

ことができるものとする。 

４ 前項の規定により、在学生が新課程の授業科目を履修し、修得した単位

は、卒業に必要な単位数又は教育職員免許状取得のために必要な単位数に

含めることができる。 

（通達第２７７０号）（注 カリキュラムの改定等に伴う別表の改正） 

   附 則（２０２１年度規則第１号） 

 この学則は、２０２２年４月１日から施行する。 

（通達第２７９２号）（注 学費の改定等に伴う別表の改正） 

附 則（２０２１年度規則第６号） 

この学則は、２０２２年４月１日から施行する。 

（通達第２８１４号）（注 メディア授業に係る規定の追加に伴う改正） 

附 則（２０２１年度規則第９号） 

この学則は、２０２２年３月１６日から施行し、改正後の別表１の規定は、

２０２１年度入学者に適用する。 

（通達第２８２４号）（注 情報コミュニケーション学部に係るカリキュラムの改定等に伴

う別表の改正） 

附 則（２０２１年度規則第１０号） 

 （施行期日）   

１ この学則は、２０２２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この学則による改正後の別表１、別表１の２、別表２、別表４、別表４

の２及び別表４の３の規定は、この学則の施行日（以下「施行日」という。）

以後に第１年次に入学する者から適用し、施行日の前日において在学する

者（以下「在学生」という。）に係る教育課程については、なお従前の例に



よる。   

３ 前項の規定にかかわらず、改正後の別表１の規定による授業科目のうち、

当該学部の教授会が認めたもの（次項においてこれらを「新課程の授業科

目」という。）については、在学生であっても、これを履修することができ

るものとする。   

４ 前項の規定により、在学生が新課程の授業科目を履修し、修得した単位

は、卒業に必要な単位数に含めることができる。 

（通達第２８２５号）（注 カリキュラムの改定及びメディア授業科目の開設等に伴う別表

の改正） 

附 則（２０２２年度規則第１号） 

 この学則は、２０２３年４月１日から施行する。 

（通達第２８４９号）（注 学費の改定等に伴う別表の改正） 

附 則（２０２２年度規則第１１号） 

 （施行期日） 

１ この学則は、２０２３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この学則による改正後の別表１、別表１の２の規定は、この学則の施行

日（以下「施行日」という。）以後に第１年次に入学する者から適用し、施

行日の前日において在学する者（以下「在学生」という。）に係る教育課程

については、なお従前の例による。 

３ 前項の規定にかかわらず、改正後の別表１及び別表１の２の規定による

授業科目のうち、当該学部の教授会が認めたもの（次項においてこれらを

「新課程の授業科目」という。）については、在学生であっても、これを履

修することができるものとする。 

４ 前項の規定により、在学生が新課程の授業科目を履修し、修得した単位

は、卒業に必要な単位数に含めることができる。 

（通達第２９１６号）（注 カリキュラムの改定及びメディア授業科目の開設等に伴う別表

の改正） 

附 則（２０２３年度規則第１号） 

 この学則は、２０２４年４月１日から施行する。 

（通達第２９３１号）（注 学費の改定等に伴う別表の改正） 

附 則（２０２３年度規則第７号） 

 （施行期日） 

１ この学則は、２０２４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 



２ この学則による改正後の別表１及び別表４の２の規定は、この学則の施

行日（以下「施行日」という。）以後に第１年次に入学する者から適用し、

施行日の前日において在学する者（以下「在学生」という。）に係る教育課

程については、なお従前の例による。 

３ 前項の規定にかかわらず、改正後の別表１の規定による授業科目のうち、

当該学部の教授会が認めたもの及び別表４の２の規定による授業科目のう

ち、資格課程委員会が認めたもの（次項においてこれらを「新課程の授業

科目」という。）については、在学生であっても、これを履修することがで

きるものとする。 

４ 前項の規定により、在学生が新課程の授業科目を履修し、修得した単位

は、卒業に必要な単位数又は司書資格取得のために必要な単位数に含める

ことができる。 

（通達第２９９５号）（注 カリキュラムの改定及びメディア授業科目の開設並びに司書課

程に係るカリキュラムの改定に伴う別表の改正） 


